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令和５年度第１回福岡市福祉有償運送運営協議会議事録 

 

日 時：令和５年８月 21 日（月）15：00～16：30 

場 所：なみきスクエア２階 第２会議室 

出席者：委員  日下部 隆也、山﨑 龍二、 

市原 礼子、中村 朗、 

河谷 はるみ、塚本 なぎさ、 

坂本 憲治、林 紀子 

委員代理出席  赤松 賢人  

事務局  福祉局高齢社会部高齢社会政策課 
 
 
●事務局：皆さま、こんにちは。福岡市高齢社会福祉政策課長の福留でござい

ます。よろしくお願いいたします。 
 ただ今から、令和 5 年度第 1 回福岡市福祉有償運送運営協議会を開催いたし

ます。私は本協議会の事務局を担当いたします福岡市福祉局高齢社会政策課長

の福留でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 まず、本日の出席委員数でございますが、本協議会の委員 11 名のうち 8 名の

ご出席をいただいております。定足数である過半数に達しておりますので、福

岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱第 5 条第 4 項の規定により、本日の会議

は成立いたしますことをご報告いたします。また、本協議会は設置要綱第 5 条

第 8 項の規定により、原則として公開となっております。また、本日のご発言

につきましては事務局の方で議事要旨を作成し、委員の皆さまに内容をご確認

いただいたあと、市のホームページで公開することとしておりますのでよろし

くお願いいたします。福岡市福祉有償運送運営協議会の委員につきましては、

お手元に配布しております名簿のとおりでございますが、委員の交代がござい

ましたので、新しく就任した委員につきまして事務局のほうから紹介させてい

ただきます。まず、福岡市民生委員児童委員協議会副会長の山﨑委員でござい

ます。 
●委員：副会長と書いてありますけど、実際は私、常任理事でございます。初

めてでほんとによく分かりませんが、よろしくお願いいたします。 
●事務局：続きまして、公益社団法人福岡市老人クラブ連合会副会長の古賀委

員でございますが、本日は欠席でございます。続きまして、九州運輸局福岡運

輸支局首席運輸企画専門官の辻委員でございます。今年度の人事異動に伴い、

委員を交代されております。本日は欠席でございます。なお、九州運輸局福岡

運輸支局輸送部門から赤松様にご出席いただいております。 
●委員：赤松です。本日は辻の代理で参っております。よろしくお願いします。 
●事務局：続きまして、西南学院大学人間学部社会福祉学科教授の河谷委員で

ございます。 
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●委員：皆さま、こんにちは。西南学院大学の河谷はるみです。よろしくお願

いいたします。 
●事務局：ありがとうございます。 
 それでは本日の会議資料の確認をさせていただきます。資料をご覧ください。

まず、「会議次第」「福岡市福祉有償運送運営協議会委員名簿」「福岡市福祉有償

運送運営協議会設置要綱」、続きまして、資料 1「登録団体の運営状況報告」、資

料 2「軽微な変更の届け出に関する報告」、資料 3「福祉有償運送事業の必要性

について」、資料 4「登録の更新に関する審議願提出申請者の団体概要等」。次に

参考資料として、参考資料 1「福岡市の福祉有償運送団体」、参考資料 2「福岡

市有償運送運営協議会運営指針」、参考資料 3「福祉有償運送ガイドブック」、参

考資料 4「福岡市におけるタクシー運賃」、参考資料 5「福岡市福祉有償運送運

営協議会申し合わせ事項」、最後に参考資料 6「福岡市福祉有償運送旅客者名簿

理由別内訳等」でございます。 
 資料 1 から 2 につきましては、次第にございます「2．報告事項」の資料でご

ざいます。資料 3、4 につきましては次第の「3．協議事項」の資料でございま

す。なお、昨年度の運営協議会の中で、福岡市福祉有償運送旅客者名簿理由別

と障害者手帳交付者の年齢別の内訳資料が作成できないかという話がございま

したので、こちらにつきましては参考資料 6 を作成し配布しておりますので、

ご参照いただければと思います。本日の配布資料につきましてお手元にござい

ますでしょうか。 
 それではこれからの会議の進行につきましては、本協議会会長である林が務

めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
●会長：皆さま、こんにちは。よろしくお願いいたします。コロナの関係でず

っとオンラインで行ってまいりましたけれども、本日久し振りの対面での開催

となっております。よろしくお願いいたします。 
 それでは早速でございますけれども、まず本日の進め方につきまして事務局

より説明をお願いいたします。 
●事務局：本日の進め方につきまして次第をご覧ください。まずは報告事項の

1、2 につきましてご説明させていただき、一度質疑応答を挟みまして、協議事

項について記載の順にご審議をお願いしたいと考えております。 
 協議事項は「福祉有償運送事業の必要性について」および「事業者の登録の

更新に関する事項」となっております。事業者の登録の更新につきましては、

ヒアリングのため申請者の方に別室でお待ちいただいておりますので、後ほど

ご案内させていただきます。 
●会長：ありがとうございました。皆さま、進め方のほうはよろしいでしょう

か。 
 それでは早速でございますけれども、お手元の次第に沿って進めさせていた

だきます。2 の「報告事項」につきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。 
●事務局：事務局の福祉局高齢社会政策課、長谷川と申します。よろしくお願
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いいたします。 
 本日の報告事項 2 件について、お手元の資料に沿って順にご説明させていた

だきます。初めに「登録団体の運営状況の報告について」でございます。資料 1
「登録団体の運営状況報告」をご覧ください。右上に資料 1 と書いてある資料

になります。こちらの運営状況報告は、各団体から半年ごとに年間 2 回報告を

受けているものになります。前回の運営協議会では、令和 3 年度分までご報告

をさせていただいております。今回の協議会におきましては令和 4 年度の分、

こちらを報告させていただきます。 
 資料の見方をご説明いたします。表紙をめくって裏側 1 ページ目、下にペー

ジ数が打ってございますが、1 ページ目をご覧ください。団体名、代表者名など

が記載されています。次の 2 ページをご覧ください。表形式で、上から会員登

録者数、車両数、車両保険の加入状況、ボランティア運転手の数、そして有償

輸送実績として運送回数や収受した対価が報告事項として記載されているので

ご確認ください。表の一番下の段には、事故発生件数および苦情件数の欄がご

ざいます。以下は、同様に 14 団体から提出された上半期・下半期の 2 期分を

54 ページまで掲載させていただいております。 
 なお、前回の運営協議会において新たに登録されましたアンサンブル様につ

きましては、令和 5 年 3 月に登録されておりますが、令和 4 年度分の報告はあ

りません。令和 5 年度からの報告になります。また、令和 4 年 5 月に登録され

ましたみんなのプロジェクト様の運営状況につきましては、令和 4 年度下半期

のみの報告となっております。 
 次に 55 ページの福祉有償運送団体別利用料金表をご覧ください。これらは団

体ごとに、利用時にかかる費用とタクシー料金を比較して、事務局で表にまと

めたものになります。部分的には 50％を超える団体もございますけれども、本

協議会の合意事項である運送の対価およびそれ以外の対価も含めて、おおむね

2 分の 1 の範囲内に含まれているものと考えております。なお、タクシー料金

につきましては令和 5 年 8 月 1 日から変更となっておりますが、今回の報告は

令和 4 年度分になっておりますので、変更前の料金で比較させていただいてお

ります。事故発生件数につきましては、いずれの団体も 0 件となっております。 
 苦情の件数につきましては、NPO 法人福岡視覚障がい者支援センターこころ

様より、1 件報告があっております。こちらの苦情に関しましては、福岡市にも

苦情が寄せられているものになりますので、「その他」のところで共有をさせて

いただきます。 
 次に報告事項の 2 点目ですが、「軽微な変更の届出に関する報告」です。資料

2 の表紙をご覧ください。前回から本日までに九州運輸局福岡運輸支局支局長

に届けられた、軽微な事項変更をまとめている表になります。10 ページ以降は

その写しを添付しております。今回の軽微な変更につきましては、全て車両台

数の変更という内容になっております。後ほどご確認いただければと思います。

説明については以上になります。 
●会長：ありがとうございました。それでは以上の報告事項 2 件に関してご質



4 
 

問、ご意見がございましたらお願いいたします。 
 
（発言者なし） 
 
●会長：よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは次第の「2．報

告事項」を終わらせていただきます。 
 続きまして、次の「3．協議事項」に入ってまいります。事務局から協議の進

め方について説明をお願いいたします。 
●事務局：それでは協議の進め方についてご説明いたします。今回、福祉有償

運送について福岡運輸支局の登録の更新を申請するために、2 事業者から当協

議会において審議するように申し出があっております。登録の更新等に当たっ

ては、福祉有償運送の必要性についても確認するようにとなっておりますので、

まず福岡市における福祉有償運送事業の必要性について、資料 3 により事務局

からご説明させていただきます。その後事業者から、説明者にお越しいただい

ておりますので、団体のヒアリングを実施いたします。ヒアリングにつきまし

ては、最初に登録の更新を希望する団体の説明者に入室していただき、事務局

から資料 4 により当該団体の概要を簡単に説明しました後、委員各位より事業

者に対して質疑を行っていただきます。登録の更新の団体のヒアリングが終了

いたしましたら、団体の方はご退室いただき、その後委員の皆さまで登録更新

についてのご協議を行っていただき、その結果を私どもが団体へお伝えいたし

ます。 
 ヒアリングおよび審査に当たりましては、福岡市福祉有償運送運営協議会設

置要綱第 5 条第 8 項の規定に基づき、非公開とさせていただきます。なお、協

議に先立ちまして当該事業者について、福祉有償運送の登録に必要な形式的要

件を満たしていることを事務局であらかじめ確認しておりますことをご報告い

たします。以上でございます。 
●会長：ありがとうございました。では進め方についてご質問ございませんで

しょうか。それでは、まず討議事項の（1）につきまして、事務局から「福岡市

における福祉有償運送事業の必要性」について、説明をお願いいたします。 
●事務局：それでは資料 3 をご覧ください。1 ページの表およびグラフは、福

岡市の人口推移を示しております。福岡市の高齢者の数や対人口に示す割合、

いわゆる高齢化率は年々増加傾向にあります。表中 R4 年度、一番右下の数字

が年度末時点での登録人口者総数で、158 万 2298 人に対して 65 歳以上の人口

がその 2 つ上の数字で 35 万 2068 人となっており、その下のパーセンテージが

22.25、こちらが高齢化率となります。今年度の高齢化率は令和 3 年度の数字と

同じパーセントとなっております。こちらが小数点第 3 位以下を四捨五入した

結果となっておりまして、この小数点第 3 位以下を見ると若干増えてるという

状況になります。 
 また、福岡市の将来人口は令和 3 年 8 月にまとめた福岡市保健福祉総合計画

の推計によりますと、令和 7 年の高齢者数が 39 万 6000 人で高齢化率は 24.8％
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と予測されており、今後も増加していくことが予想されております。 
 2 ページ、3 ページをご覧ください。「福岡市の要介護認定者および障害者手

帳交付者数の推移」でございます。2 ページの表中、上半分が要支援・要介護認

定者数となっており、令和 4 年度は合計（A）のところですが、一番右の数字 7
万 1450 人となっております。また下半分が障がい者数となっておりまして、令

和 4 年度は合計（B）の行の一番右 8 万 6748 人で、先ほどの要支援・要介護認

定者数を合計した総計は 15 万 8198 人で、対人口割合が 10％と近年 6 年度中

で最も多く、福岡市の要支援・要介護認定者、障がい者とも増加傾向にあるこ

とが分かります。 
 4 ページ、5 ページをご覧ください。「福岡市の移動制約者に対する助成等の

内容」でございます。この助成制度について、6 ページ表に近年の交付状況等を

記載しております。 
 続きまして 7 ページをご覧ください。「政令市における福祉有償運送の状況」

を掲載しております。各市で状況はさまざまでございますが、本市福岡市にお

ける福祉有償運送の規模は 7 ページ表中一番下の段に、令和 5 年 3 月末現在の

団体数が 15 団体、車両数が 88 台、ボランティア運転手数が 127 名、旅客数が

534 名となっております。移動制約者と推測される要支援・要介護認定者、障

がい者の数は伸び続けておりますので、今後とも福岡市において福祉有償運送

事業の必要性があるものと考えられます。以上でございます。 
●会長：ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。坂本委員、お願いします。 
●委員：よろしいでしょうか。私ども、毎月、無料の市政だよりを頂いており

まして、そこで見ますと、もちろんこの数字は正しいと思いますけれども、福

岡市の人口は 162 万人ぐらいになっています。ところが配付資料には福岡市の

人口は 158 万人と書いてありますので、その違いについて質問します。 
●会長：事務局からお願いいたします。 
●事務局：市政だよりに載っておりますのは実際に住んでいる全ての人を対象

とした国勢調査をベースにした数字でございまして、今申し上げましたのは住

民基本台帳に登録されている全ての人を対象としたもので、統計の仕方が異な

ります。対外的には市政だよりにも掲載しているように福岡市の人口は 160 万

人を超したと言っておりますので、このようにご認識いただければと思います。 
●会長：ありがとうございました。登録人口と推計人口の違いということです

ね。ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 
●委員：1 つ伺いたいのですが。 
●会長：お願いします。 
●委員：「福祉有償の必要性」というとこで、私は事業を実際に行っていますが、

福祉有償運送で。今日でも気温が 34 度とか 36 度とか言ってますけど、高齢の

方が病院に行って帰りのタクシーがないとかバス停で待つのがちょっとつらす

ぎるとか、私は城南区だけでやっているのでたくさん輸送しているわけではな

いのですが、移動手段の多様化というか、そういうのが今もですけど今後必要
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になってくるのかなと。特に福祉有償運送の多い少ないは分からないのですが、

必要があるのではないかなと実際運送をしていて感じます。以上です。 
●会長：ありがとうございます。今の件につきまして事務局のほうで何かコメ

ント等ございますでしょうか。 
●事務局：ありがとうございます。今の協議は必要性の協議内容になっており

まして、こういった普段業務をされている中で感じたことを共有していただけ

ることは、大変ありがたいと思います。またそれを受けて、必要性について協

議していければと思います。 
●会長：ありがとうございます。移動を、特に高齢化が進む中で非常に大事な

ことかと思っております。ぜひ今のようなご意見とかありましたら、この場で

いただけたらと思っております。ありがとうございます。 
 そのほかご意見、ご質問等。市原委員、お願いいたします。 
●委員：今日はありがとうございます。遅れまして申し訳ございませんでした。 
 先ほど坂本委員のほうで言っていただいたように、私は肢体障がい者の代表

として来させていただいておりまして、先日 6 月ごろだったと思うのですが、

福岡の運営状況とか報告書を見ても、恐らく高齢者が対象で運営してらっしゃ

るところがほとんどじゃないかなと、先ほどのお話でもおっしゃったけれども。

私が肢体障がいの車いすの人の輸送をお願いしたいと、南区から西区の輸送だ

ったのですが、病院通院のための手段を探していました。ここに登録してらっ

しゃる多分可能であろうと思われる業者を全て電話をしたんですけど、ほとん

どの業者さんから断られました。 
 理由といたしましては、利用者さんを優先していると。運転手の数が足りな

い、時間的には後が動かない。それに加えて、うちの利用者さんではないです

よねということを言われたところもありました。1 つだけ受けていただいたと

ころがあったのですが、ここで謳っているおおむねタクシー料金の 2 分の 1 以

下、2 分の 1 程度というところではなく、普通のタクシー料金よりも高かった

のではないかという金額を言われたらしく、最終的にはお断りして、通常のタ

クシーをお願いして行ったというふうに私は伺っています。1 件だけ、たまた

まそれは全て私が関わったことだったので詳しくお話はできのですが、そのほ

かにも多分障がい者の利用は増えてないと思うんです、福祉有償運送の中では。

施設を利用している者は、多分、運転手さんらと懇意になっていいのかと思う

のですが、そうではなく本当に困ってる、先ほど坂本委員がおっしゃったよう

にバス停で待つことが困難であったり、通常の、電話をしてバスを待つという

ことがなかなか難しい人たちにとって、ほんとに福祉有償運送はありがたいシ

ステムだと思うのですが、ぜひ使えるような形に改善していただけたらなと思

いました。 
●会長：この福祉有償運送の協議会は、福岡市内での福祉有償運送を適切に行

われるようにということをきちんと協議していく場かと思っております。今、

断られたという話や料金が適切かというお話がございました。その辺りはきち

んと現状を把握して、指導というのか、この協議会として事業者のほうにお話
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しすることがしていくべきことかと考えます。 
 事務局のほうは、何か把握していることがございましたら、共有いただけま

すでしょうか。 
●事務局：確か昨年度の議事録を私も見せていただきましたが、同じようなご

意見を頂いておりまして、昨年の協議会後、1 度周知はさせていただいており

まして、自分たちの団体の利用以外のところで福祉有償を利用されることにつ

いて、自分たちの団体の利用者じゃないからということをもって断るのは駄目

ですと周知させていただいている状況です。同じような状況ということになり

ますので、また今後どうするかというところは検討させていただこうかと思い

ます。また情報共有がありましたら、よろしくお願いいたします。ご意見あり

がとうございます。 
●会長：ありがとうございます。引き続き、しっかり現状を把握してきちんと

事業者のほうに伝えるべきところは伝えるべきかと思いますので、よろしくお

願いいたします。そのほかにご意見、ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。 
●委員：6 ページの助成の種類についてですけれども、福祉タクシー料金助成、

これも高齢社会政策課さんのほうで助成いただいてるということで良かったで

しょうか。 
●事務局：福祉タクシー料金の助成につきましては、障がい者支援課のほうで

助成しておりまして、今日担当も来ておりますので、何か。 
●委員：お尋ねしてよろしいですか。 
 他の助成については、コロナ禍であった令和 2 年、3 年、4 年についてもそん

なに減少は見られないのですが、福祉タクシーの利用助成の利用枚数について

は、ちょっと下がっているというところがあるんですけど、これもコロナの影

響でということで利用がちょっと少なかったということですか。 
●事務局：障がい者支援課のほうでは、コロナの影響であるというふうな解釈

をしておるところでございます。 
●委員：ほかの方に比べて、重度障がいを持たれているということで移動を控

えられたという認識でいいですか？ 
●事務局：そうです。 
●会長：ありがとうございました。 
 ほかにございますでしょうか。市原委員。 
●委員：何度もすみません。福祉有償運送の料金のこととかも少し勉強させて

いただいたのですが、おおむね 2 分の 1 程度ということでお願いできるだろう

という期待があって電話をさせていただいたもので、利用者さんのほうからは、

そもそも金額が低すぎてちょっと難しいということを言われています。 
 実際、病院に行かなくてはならない人たちというのは 2 分の 1 というのはす

ごくありがたいけれども、そうじゃなくてもうちょっと割り増しじゃないです

けど、タクシーさんとかと同じよりもちょっと低いぐらいで、イレギュラーな

運送もしますよということであれば、恐らく受けていただけるのかなというこ
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とも考えたりもしました。業者さんのほうが。2 分の 1 という金額はあまりに

も低すぎるし、通常のルーティンのお仕事と違うところで出てきている仕事な

ので、通常の金額、その謳っている金額よりもちょっと高くなりますけどとい

うことで言っていただけると、それが OK であれば少し私たちも利用しやすく

なるのではないかというのは感じます。 
●会長：福祉有償運送でございますけれども、国の国交省のガイドラインに沿

って運用されているところがございます。料金の規定などございますので、よ

ろしければ運輸支局のほうのコメントをお願いします。 
●委員：今おっしゃったように、一般のタクシーというのがそもそもあります。

タクシーについては現場のいろいろな声はあるかと思いますけれども、どなた

でも乗せられるような移動手段になっています。その一般のタクシーを使った

ということでお伺いしましたが、そういった場合についてはタクシーを使われ

るというのがいいのかなと思います。 
 今、会長が言われたことについて、福祉有償事業を行うには、本協議会にお

いて協議を整える、タクシー料金の 2分の 1というルールの設定基準によって、

タクシーと福祉有償運送のすみ分けをしてますのでそこをご理解いただいて、

タクシーをご利用いただけないかなと思っています。どうかよろしくお願いし

ます。 
●会長：ありがとうございました。そうしましたら福祉有償運送の必要性につ

いては、特にもう取り立てて異論はないということで、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。 
 そうしましたら、協議事項のほうに移らせていただきたいと思います。協議

事項の（2）「事業者の登録の更新」でございます。登録の更新につきましては、

令和 5 年度、10 月と 12 月に登録期限が経過する団体がございます。1 つが特

定非営利活動法人バリアフリー様、それから医療法人ながら医院様でございま

す。こちらは、両団体から、引き続いて事業を継続したいということで、更新

の申請をいただいております。 
 
●会長：それでは団体のヒアリングおよび審議に入ってまいります。ここから

先は非公開ということで行ってまいります。ではよろしくお願いいたします。 
 
協議事項（2）「事業者の登録更新について」 
 
 

（特定非営利活動法人 バリアフリー） 
～ヒアリング～ 

 
（医療法人ながら医院） 

～ヒアリング～ 
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●会長：それでは、最後に 4 の「その他」のほうに入らせていただきます。事

務局のほうから説明をお願いいたします。 
●事務局：では、事務局のご報告をさせていただきます。まず、報告事項にあ

りました NPO 法人福岡視覚障がい者支援センターこころ様への苦情の件につ

いてでございます。 
 苦情を出された方は、その方が利用された日の夜、その日の運転手がコロナ

の陽性と判明しまして、その数日後、利用者さんがコロナ陽性となりましたこ

とから、運転手が運転中に体調の異変を感じた時点で運転の交代を事業所に速

やかに連絡せず、そのまま運転を続けた結果、利用者も後日新型コロナウイル

スに感染したものではないかというものでございます。福祉有償事業者の管理

能力に対する苦情でございました。 
 事業者はこの苦情を受けた後に、利用者と話し合いを行うとともに、運転開

始時に毎回、電話かメールで体調の状況報告などを必須とすることを継続し、

対策を図っているものでございます。なお、本件についてはご利用者様から福

岡市のほうにも、事業者に対する指導を行ってほしい旨の苦情を受けておりま

す。 
 まず、事実確認として次の 3 点を確認いたしております。1 点目は、運転手

には毎日の検温を実施し、結果を健康チェック表に記載し、1 カ月分をまとめ

て報告するもの。2 点目は、2 週間に 1 回の抗原検査を実施、結果を都度報告す

るもの。3 点目は、かぜ症状がある場合や抗原検査結果が陽性の場合は運転管

理者に報告し、運転手の交代を行うものです。 
 この結果を受けまして、事業者に対して事務局から次の 3 点の指導を行って

おります。1 点目は、体調等の確認は可能な限り対面で行うように努めること。

対面での確認が困難な場合は、電話での確認を行うことが必要とされている。

運送のある日は健康チェック表に記載するだけではなく、電話にて運転手の体

調の確認を行うよう管理体制の改善を行うこと。 
 2 点目は、運転手にかぜ症状があり、新型コロナウイルスの感染が疑われる

場合は、当該運転手が支援を行うことなく運転手を交代するなど、利用者に感

染を広げない対策を講ずること。 
 3 点目は、検温等の日常的な感染防止対策については、継続して実施するこ

とです。なお、事務局から指導した管理体制の改善につきましては、改善がな

され継続されているかどうか、今年中に事業所を訪問し、確認する予定として

います。 
 最後に、先ほどもご意見が出ておりましたが、毎年開催しております運転者

講習会でございます。今年度の開催日はまだ検討中の状況になりますが、10 月

から 11 月の間に 1 回、2 月頃に再度もう 1 回の計 2 回開催できるように、今

後、委託業者と会場の手配とかそういった調整がございますので、調整を図っ

てまいりたいと思っております。日程が決まりましたら、速やかに各団体様に

周知してまいりますのでよろしくお願いします。その他につきましては以上で
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ございます。 
●会長：ありがとうございます。事務局のほうから苦情の件、それから運転者

講習会の件、2 点説明がございました。ご質問等ございましたらお願いいたし

ます。 
●委員：講習会の件ですけど、今もう 8 月終わりで、例えば 10 月にありますよ

と言われても、もう 1 カ月しか準備がなくて私たちもなかなか、もし受けたい

というスタッフがいたとしても受けられないというのがおそらく、今の現状で

す。2 月が去年は 1 回しかなかったということで、2 月がなくなったとなってく

ると、しようと思っている方が結局いつまでも乗れないというか、できなくな

ってしまう。気持ちはあっても、結局できない。 
 ボランティアなので、そういう気持ちがやはり大事な部分も大きいとは思う。

もし来年度以降は 10 月 2 週目の、2 日間ですよね、講習は福岡市は確か。場所

によっては 1 日というのもあるみたいですけど、福岡市は 2 回あると思います

ので、例えばサラリーマンでも休み取るとか、女性で子育て中の方が 2 日取る

というのはなかなか厳しいと思いますので、できれば 4 月の時点でとか、早め

に年度頭とかで 10 月中旬とか何か分かると、より講習が受けやすくなるのでは

ないかと思います。よろしくお願いいたします。 
●会長：坂本委員、ありがとうございます。事務局から何かございますでしょ

うか。 
●事務局：会場を押さえたりという手続きがございまして、なかなかぎりぎり

になってのご案内というところがこれまで多かったということで、調整が難し

いというご迷惑をお掛けしていた状況ということで、ご意見をありがとうござ

います。 
 今後につきましては、できるだけ早くお知らせできるように早めに動きたい

と思っておりますが、今年度 10 月につきましては、10 月・11 月というところ

で今検討して、できる限りそれに向けてまず 1 回目を実施いたしまして、次は

2 月にもう 1 回できるように調整を図っていこうと思っておりますので、よろ

しくお願いします。来年度以降はもう少し早くお知らせできる方法を検討して

まいりますのでよろしくお願いします。 
●会長：ありがとうございます。早めの日程でのご案内は、できるだけいろい

ろな方に参加していただき活用していただく上でも重要だと思いますので、検

討をぜひよろしくお願いいたします。 
●委員：今、お話をお伺いした中でちょっと確認ですけど、講習が年 2 回とい

うお話でした。1 回当たり何名様が受講されてるのですか。過去の実績がもし

分かりましたら。 
●事務局：これまでの実績でございますが、令和 4 年度は 11 名、令和 3 年度も

11 名、令和 2 年度も 11 名です。多いところで令和元年度に 19 名という実績が

ございます。募集人員につきましては、手元に資料がございませんが、大体実

績としてはそれぐらいの人数でございます。 
●委員：そんなに多いわけでもないのですね。 
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●会長：そうですね、今の数。 
●委員：今の数だと。会場の手配だとかいろいろな制約もあろうかとは思いま

すけど、もう少しリーズナブルに動けるような確保策を取っていただいたら、

そんなにいろいろな方がするのではなくて、ある程度決まったところの方がさ

れるわけでしょうから、そこのところはもう少しリーズナブルにできるような

気はしないでもないと思います。 
●会長：いろいろな手配があるかとは思いますけれども、早くご案内できるよ

うに、ぜひ取り組みを行ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。 
●委員：料金はいくらでしたか。もし講習を受ける時の料金は。 
●事務局：登録団体様につきましては 1000 円です。 
●委員：そうですね。登録団体は安いです。登録団体以外は？ 
●事務局：1 万 5000 円です。 
●委員：ただ、なかなか登録団体以外で立ち上げる時、誰かいないと始まらな

いでしょう？立ち上げるのも大変です。登録する前に 1 万 5000 円払ってスタ

ートして、登録してとなってくるから、福祉有償運送を始めるところがかなり

厳しかったり、登録団体であれば、そこに増やすという時は 1000 円で講習を受

けるので、1000 円と言っても無料ではないからなかなか厳しいでしょうけど、

1 万 5000 円ですね。 
●会長：どうぞ、市原委員。 
●委員：今の坂本委員の講習料のことと、私も肢体障がい者が利用するという

ふうに考えますと、例えば障がいがあることで常に人に助けていただいたり、

いろいろなことをしていただくことが多々ありますので、知っている人だと気

が楽なんですね。なので今、登録業者でなければ 1 万 5000 円の登録料を払っ

て、例えばボランティアの運転手を私たちどもの会員から出すとします。とな

ると、ボランティア運転手という者は制限といいますか、不自由な、例えば私

でも肢体不自由で左半身まひがあったりするのですが、そういった者でも講習

を受けて運転していただけるのかどうかをちょっと教えていただければと思い

ました。制限があるのかどうか。 
●会長：事務局、よろしいでしょうか。 
●事務局：運転手のほうで登録をするという主旨でしょうか。 
●委員：ボランティア運転手に制限がありますかということです。 
●事務局：少しお待ちください。 
●会長：運輸支局さんのほうでご存じのことがございますか。 
●委員：いえ。そこは承知していません。ただ、おっしゃっている運転者が福

祉有償運送の車両を運転するに当たって必要な講習になってきますので、一定

の基準はあるのではないかと思います。 
●委員：このページにあります。 
●委員：10 ページにありますね。 
●会長：今、日下部委員からお知らせいただいた福祉有償運送ガイドブックの

10 ページのほうに記載がございます。10 ページの（1）下のほうです。 
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●委員：ガイドブックの 10 ページの要件は、福祉有償運送をやるに当たって

は、1 種免許の保有者であって、こういう要件が必要ですということがあるの

ですが、運転者講習受講に当たってどういう要件があるかというのは、ちょっ

と違ってくるかと思います。 
●委員：受講に当たってですね。 
●委員：受講に当たってといいますか、例えば坂本委員の事業所に私が運転手

として行きたいですと言うと、1000 円で講習会を受けれますよね。 
●委員：はい。 
●委員：1000 円で講習を受けられるけど、実際に運転させていただけるのかと

いう、それを知りたいです。 
●委員：まず、うちに限らず各事業所によって違うと思います。受け入れ態勢

があるかとかどうぞというところを含めて、うちから受けるというふうになる

時は、各団体によって運転手の受け入れ態勢で変わってくるのではないかと思

います。 
●委員：では、1 万 5000 円を払って自分が受けるということに対しては、受け

られませんよということはないというふうに解釈して大丈夫でしょうか。 
●事務局：そうですね。こちらのほうとして、何か制限を設けているというと

ころはなくて、あくまでも運転免許を持っていらっしゃる方であれば、受講自

体は可能ということになります。 
●事務局：ちょっと補足で。このガイドブックとか指針のほうを見ると、そう

いうふうに見受けられますけれども、受講をこちらが委託している団体のほう

にも確認いたしまして、また次回の協議会の時にでもご報告させていただこう

と思います。また、10 月に第 1 回目を開催するということにしていますけど、

その際にも委員の皆さま方には受講のお知らせという形でご案内させていただ

こうと思いますので、それをご覧いただきまして、またご質問等ございました

らやりとりさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
●会長：ありがとうございます。ほかにご質問等ございますでしょうか。 
●委員：福祉有償運送をやっている者からすると、福祉有償運送を知らない人

が多過ぎです。「何これ？ 何で安いと？」という話から説明が入って、私たち

は一応区役所から紹介されたり、いきいきセンターさんから紹介されることが

多くて、その都度利用者さんのところにチラシを持って行って説明をさせてい

ただいて、それからということで会員になっていただきます。 
 その際、昔、市政だよりに 1 回だけ載せてもらったのです。このようなお願

いをして。その市政だよりのコピーを持って、怪しいものじゃないですよと。

高齢者の特に一人暮らしの方で困っている方が多いので、そこに「NPO？ 何

それ？」という、特にうちは Wall Less Japan って横文字で怪しさが増すんで

すけど、なかなかそういうのがあることを知らない方がすごく多い。 
 これはお願いに近いのですが、市政だよりとかもう少し知ってもらう機会、

私たち自身も知ってもらう機会を増やしていかないといけないという 1 つ課題

があるのですが、市政だよりとかに載せていただけると大変ありがたいです。
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これはお願いです。 
●事務局：そちらにつきましては、私も同様の感覚を持っております。ただ、

事業者さんの方が、先ほど市原委員もおっしゃっていましたけど、ぜひとお願

いしてもなかなか体制が整っていない中で、どういうふうに思われるかなとい

うのは逆にお伺いしたいと思っています。 
 市政だよりになりますと全市民がご覧になりますので。ただし、事業者さん

が増えていくような手立てを、考えていきたいと思います。そういったご意見

等がありましたら、ぜひこの場で頂ければと思います。 
●会長：ありがとうございました。皆さま、ご意見ございますでしょうか。よ

ろしいですか。 
 それでは本日の議事はこれで終了とさせていただきます。ありがとうござい

ました。以上で、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
●事務局：すみません。その前に 1 点だけ、ご案内でございます。申し合わせ

事項という資料が参考資料 5 の一枚物としてあるかと思いますが、その裏面の

3 番ですけれども、「輸送の安全および利用者利便の確保のための措置」という

項目があります。これは申し合わせ事項が、この福祉有償運営協議会の場で申

し合わせてルールを決めたものでございます。その 3 番を読み上げますと、「登

録団体は、運転者に福祉有償運送サービスの前後で継続して、登録団体とは別

の団体に所属するヘルパー等として旅客に対しサービスを提供させてはならな

いこと」とされております。 
 実は今回、事業者さんの実績等を拝見しておりましたところ、運転手がその

まま同行援護の従事者として従事しているということが分かりまして、この申

し合わせ事項に反するようなことが分かりました。ただ、これにつきましては

最近分かったことでございますので、今すぐ整理して皆さまにお諮りするとい

う状況ではございませんけれども、こちらについてもしこれを適応するとなる

と、今のご利用者さんの生活にも影響が出てきますので、慎重に取り扱いたい

と思います。 
●委員：すみません。このヘルパーというのは、介護保険の対象となるのです

か。 
●事務局：介護とか障がいとかです。元々この乗降介助が、介護保険を請求し

てはならないというふうに申し合わせしているような状況でございますので。 
では、皆さま大変お疲れさまでございました。事務局としても引き続き福祉

有償運送の適正な運営に一層努力してまいります。 
 今後の運営協議会の開催予定ですが、新規の 1 団体より、詳細は未定ですが

令和 6 年度に事業開始を希望している旨のご連絡をいただいております。新規

の登録および登録の更新の際には、本協議会において協議を行い、必要な協議

が整ったことを証する書類の交付が必要となりますので、新規登録および更新

の申請があった場合は、それぞれ事業開始あるいは登録期限の 2 カ月前を目途

に、本協議会を開催する必要がございます。 
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 また、令和 6 年 4 月に一般社団法人レイパス様および令和 6 年 5 月に特定非

営利活動法人みんなのプロジェクト様が登録期限を迎える予定であり、登録更

新の申請が見込まれます。そのため、今後の見込みとして来年の 2 月前後に 1
回、開催予定をしております。委員の皆さまにおかれましてはお忙しいところ

恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。 
 それではこれを持ちまして、令和 5 年度第 1 回福岡市福祉有償運送運営協議

会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 



令和５年度 第１回 福岡市福祉有償運送運営協議会 
 

日  時：令和５年８月 21日（月）15:00～ 

会  場：なみきスクエア 第 2会議室 

 

会 議 次 第 
 
１ 委員紹介 

 

２ 報告事項 

（１）登録団体の運営状況報告について 

（２）軽微な変更の届出に関する報告について 

 

３ 協議事項 

  （１）福祉有償運送事業の必要性について 

  （２）事業者の登録の更新について 

 

４ その他  

 

 

 

 

 

 

【配布資料】 

○福岡市福祉有償運送運営協議会委員名簿 

○福岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱 

○資料１：登録団体の運営状況報告（令和４年４月～令和５年３月） 

○資料２：軽微な変更の届出に関する報告 

○資料３：福祉有償運送事業の必要性について（福岡市の人口推移・移動制約者に 

関する助成等について） 

○資料４：登録の更新に関する審議願い提出申請者の団体概要等 

 

・参考資料１：福岡市の福祉有償運送団体 

・参考資料２：福岡市福祉有償運送運営協議会運営指針 

・参考資料３：福祉有償運送ガイドブック 

・参考資料４：福岡市におけるタクシー運賃 

・参考資料５：福岡市福祉有償運送運営協議会申し合わせ事項 

・参考資料６：福岡市福祉有償運送旅客者名簿理由別内訳等 
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福岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 福岡市福祉有償運送運営協議会（以下「協議会」という。）は，道路運送法

（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）の規定に基づき，有償運送の

適正な運営の確保を通じ，福岡市の住民の福祉の向上及び公共の福祉の増進を図

るため，自家用有償旅客運送（以下「福祉有償運送」という。）の必要性，これを

行う場合における旅客から収受する対価，その他福祉有償運送の適正な運営の確

保のために必要となる事項を協議するため設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を協議するものとする。 

一 法第７９条の規定に基づき，福祉有償運送の登録（法第７９条の６第１項の

規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第７９条の７第１項の規定に基づく

変更登録を含む。）を申請する場合における運送の必要性，旅客から収受する対

価並びに輸送の安全の確保及び利用者利便の確保措置に関する事項 

二 法第７９条の１２第４号の規定による合意の解除に関する事項 

三 協議会の運営方法その他の福祉有償運送に関し，協議会が必要と認める事項 

 

（協議会の構成員） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者とする。 

一 福岡市長が指名する職員 

二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 

三 住民代表 

四 福祉有償運送の利用が想定される者 

五 九州運輸局長が指名する職員 

六 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

七 学識経験者 

八 ボランティア団体代表 

九 福岡市内において現に福祉有償運送を行っている団体 

 

（任期，非常勤） 

第４条 協議会の委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。また，その

職により委嘱され，又は任命された委員の任期はその職にある期間とする。 

２ 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 協議会の委員は非常勤とする。 
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（協議会の運営） 

第５条 協議会に会長をおき，福岡市職員の中からこれを充てる。 

２ 会長は協議会を代表し，会務を総括する。 

３ 会長に事故がある場合には，あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理す

る。 

４ 協議会は，委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。 

５ 協議会の議事は，委員の合議で決するが，協議が整わないときは，会長及びあ

らかじめ会長が指名する者が協議して決定することができるものとする。 

６ 協議会の委員が所属する団体による福祉有償運送の登録等に関する協議を行う

場合，当該委員は議事決定に関与できないものとする。 

７ 特定非営利活動法人等による福祉有償運送の登録等に関する協議を行う場合，

協議会は当該団体の代表者を協議会に参加させ，意見を聴取することとする。 

８ 協議会は原則として公開とする。ただし，個人情報の取扱いについては十分配

慮し，必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。 

９ 協議会の庶務は，福岡市福祉局において処理する。 

 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員は，個人情報その他の業務上知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。 

 

（協議結果の取扱い） 

第７条 協議会において協議が整った事項について，関係者はその結果を尊重し，

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

２ 協議会において協議が整った場合には，申請者は速やかに関係運輸支局等へ申

請を行うものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が

協議会に諮り定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年１０月 ６日から施行する。 

 この要綱は，平成２０年 ８月 ６日から施行する。 

この要綱は，令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

 



 
令和５年度第１回 

福岡市福祉有償運送 

運営協議会 
資料１ 

 

 

登録団体の運営状況報告（令和 4 年 4 月～令和 5 年３月） 

 

令和４年度分 

（令和４年４月～令和５年３月） 
団体名 該当ページ 

特定非営利活動法人 コットン・ハート 1 ～ 4 

特定非営利活動法人通院送迎センターステップ福岡 5 ～ 8 

特定非営利活動法人地域福祉を支える会そよかぜ 9 ～ 12 

特定非営利活動法人 ＮＰＯまちづくりじょうわ 13 ～ 16 

ＮＰＯ法人 Wall Less Japan 17 ～ 20 

特定非営利活動法人 訪問歯科介護研究会 21 ～ 24 

ＮＰＯ法人 福岡市視覚障害者サポートセンター 25 ～ 28 

ＮＰＯ法人 明日へ 29 ～ 32 

一般社団法人 錬身会 楽シィー 33 ～ 36 

特定非営利活動法人 バリアフリー 37 ～ 40 

医療法人 ながら医院 41 ～ 44 

NPO 法人 福岡視覚障がい者支援センターこころ 45 ～ 48 

一般社団法人 れいぱす 49 ～ 52 

特定非営利活動法人 みんなのプロジェクト 53 ～ 54 
  

福祉有償運送団体別 利用料金比較表 55 ～ 58 

  



1



2





4



5



6



7



8



様式 １ 

令和４年１１月 16 日 

（あて先） 

福岡市長 

住 所 福岡市博多区銀天町 1-6-12 

氏名又は名称 特定非営利活動法人 

地域福祉を支える会 そよかぜ

代 表 者 名 理事長 濵﨑 嘉秀 

電 話 番 号 092-501-4656

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年 4 月 1 日～令和４年 9

月 30 日）について，裏面のとおり報告します。 

問い合わせは， 

担 当 者 名：高崎 美佳 

住 所：福岡市博多区銀天町 1-6-12 

電 話 番 号：092-502-7900 

ＦＡＸ番号 ：092-502-7891 

Ｅｍａｉｌ ：hitonoeki1@nposoyokaze.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 4 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 8 人 

(3) 要介護認定者 10 人 

(4) 知的障がい者 0 人 

(5) 精神障がい者 1 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
0 人 

合  計 23 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

1 

（ 1 ） （  ） 

1 

（ 1 ） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） 

4 

（ 4 ） 

3 

（ 0 ） 

7 

（ 4 ） 

合  計 

（ 軽 ） 

5 

（ 5 ） 

3 

（ 0 ） 

8 

（ 5 ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 5000 万 

その他 

運転者数 9 人 

輸送実績 

（Ｒ4 年 4 月～ 

Ｒ4 年 9 月） 

運送回数 124 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 188 人 

収受した対価 82,080 円 

事故発生件数 

（Ｒ4 年 4 月～ 

Ｒ4 年 9 月） 

0 件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第 51 条

21 関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ4 年 4 月～ 

Ｒ4 年 9 月） 

0 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第 51 条

26 関係書類） 
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様式 １ 

令和５年５月 29 日 

（あて先） 

福岡市長 

  住    所 福岡市博多区銀天町 1-6-12 

  氏名又は名称 特定非営利法人 

 地域福祉を支える会 そよかぜ

 代 表 者 名 理事長 濵﨑 嘉秀 

 電 話 番 号 092-501-4656 

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年 10 月 1 日～令和５年

３月３１日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは、 

担 当 者 名：高崎 美佳 

住 所：福岡市博多区銀天町 1-6-12 

電 話 番 号：092-502-7900 

F A X 番 号：092-502-7891 

E - m a i l：hitonoeki1@nposoyokaze.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 5 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 8 人 

(3) 要介護認定者 7 人 

(4) 知的障がい者 0 人 

(5) 精神障がい者 1 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
0 人 

合  計 21 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

1 

（ 1 ） （  ） 

1 

（ 1 ） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） 

4 

（ 4 ） 

3 

（  ） 

7 

（ 4 ） 

合  計 

（ 軽 ） 

5 

（ 5 ） 

3 

（  ） 

8 

（ 5 ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 5000 万 

その他 

運転者数 9 人 

輸送実績 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

運送回数 250 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 355 人 

収受した対価 170,880 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

0 件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第 51 条

21 関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

0 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第 51 条

26 関係書類） 
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様式 １ 

 2022 年 11 月 1 日 

（あて先） 

福岡市長 

  住  所福岡市城南区田島５－５－１９ 

  氏名又は名称 NPO じょうわ 印 

 代 表 者 名 平田種一 

 電 話 番 号０９２－５７１－２７０７ 

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（2023 年 4 月 1 日～2023 年 9

月 30 日）について，裏面のとおり報告します。 

問い合わせは，NPO じょうわ 

担 当 者 名：平田種一 

住 所：福岡市城南区田島５－５－１９

電 話 番 号：０９２－５１７－２４０７ 

F A X 番 号：０９２－５１７－２４０７ 

E - m a i l：npojouwa@gmail.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 2 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 1 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 3 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） 

1 

（  ） （  ） 

1 

（  ） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（  ） （  ） 

1 

（  ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 １，０００万円 

搭乗者 １，０００万円 

その他 

運転者数 ２人 

輸送実績 

（R4 年 4 月～ 

R4 年 9 月） 

運送回数 60 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 60 人 

収受した対価 30,400 円 

事故発生件数 

（R4 年 4 月～ 

R4 年 9 月） 

0 件（うち  件は発生時に報告済） 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（R4 年 4 月～ 

R4 年 9 月） 

0 件（うち  件は発生時に報告済） 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 

14



15



16
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様式 １ 

令和４年 11 月 17 日 

（あて先） 

福岡市長 

住 所 福岡市中央区舞鶴 3 丁目２－３１-502 

氏名又は名称 NPO 法人福岡市視覚障害者サポートセンター

代 表 者 名 理事長 染井 圭弘 

電 話 番 号 092-406-4611

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年

9 月 30 日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは、 

担 当 者 名： 三浦 元浩 

住 所： 福岡市中央区舞鶴 3 丁目 2-31-502

電 話 番 号： 092-406-4611 

F A X 番 号： 092-406-4614 

E - m a i l： jimukyoku@fukusapo.or.jp 

25



報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 87 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 87 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） 

1 

（1） 

16 

（10） 

17 

（11） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（1） 

16 

（10） 

17 

（11） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 
5 日以上入通院保険金として 10 万

円 

その他 福祉サービス総合補償 

運転者数 16 人 

輸送実績 

（Ｒ3 年 10 月～ 

R4 年 3 月） 

運送回数 300 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 300 人 

収受した対価 296,700 円 

事故発生件数 

（Ｒ3 年 10 月～ 

R4 年 3 月） 

0 件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ３年 10 月～ 

R4 年 3 月） 

0 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和 5 年 5 月 19 日 

（あて先） 

福岡市長 

住 所 福岡市中央区舞鶴 3 丁目２－３１-502 

氏名又は名称 NPO 法人福岡市視覚障害者サポートセンター

代 表 者 名 理事長 染井 圭弘 

電 話 番 号 092-406-4611

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年

3 月 31 日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは、 

担 当 者 名： 三浦 元浩 

住 所： 福岡市中央区舞鶴 3 丁目 2-31-502

電 話 番 号： 092-406-4611 

F A X 番 号： 092-406-4614 

E - m a i l： jimukyoku@fukusapo.or.jp 

27



報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 87 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 87 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） 

1 

（1） 

16 

（10） 

17 

（11） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（1） 

16 

（10） 

17 

（11） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 
5 日以上入通院保険金として 10 万

円 

その他 福祉サービス総合補償 

運転者数 16 人 

輸送実績 

（Ｒ3 年 10 月～ 

R4 年 3 月） 

運送回数 272 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 272 人 

収受した対価 282,500 円 

事故発生件数 

（Ｒ3 年 10 月～ 

R4 年 3 月） 

0 件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ３年 10 月～ 

R4 年 3 月） 

0 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和４年 11 月 16 日 

（あて先） 

福岡市長 

住    所 福岡市城南区堤一丁目 10-27-301 

氏名又は名称 ＮＰＯ法人 明日へ  

代 表 者  名 児玉 麻実子 

電 話 番 号 092-776-0852 

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年

9 月 30 日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは， 

担 当 者 名： 児玉 麻実子（運行管理者） 

住 所： 福岡市城南区堤一丁目 10－27-301 

電 話 番 号： 092-776-0852

F A X 番 号： 092-836-8988

E - m a i l： npo.ashitae@gmail.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 79 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 79 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

1 

（1） （  ） 

1 

（1） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） （  ） 

29 

（17） 

29 

（17） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（1） 

29 

（17） 

30 

（18） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 1,000 万円 

その他 なし 

運転者数 29 人 

輸送実績 

（Ｒ4 年 4 月～ 

R4 年 9 月） 

運送回数 2,996 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 2,996 人 

収受した対価 1,076,850 円 

事故発生件数 

（Ｒ4 年 4 月～ 

R4 年 9 月） 

0 件（うち 0 件は発生時に報告済） 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ4 年 4 月～ 

R4 年 9 月） 

0 件（うち 0 件は発生時に報告済） 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和 5 年 5 月 30 日 

（あて先） 

福岡市長 

住    所 福岡市城南区堤一丁目 10-27-301 

氏名又は名称 ＮＰＯ法人 明日へ  

代 表 者  名 児玉 麻実子 

電 話 番 号 092-776-0852 

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年 10 月 1 日～令和５年

３月３１日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは， 

担 当 者 名： 児玉 麻実子（運行管理者） 

住 所： 福岡市城南区堤一丁目 10－27-301 

電 話 番 号： 092-776-0852

F A X 番 号： 092-836-8988

E - m a i l： npo.ashitae@gmail.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 81 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 81 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

1 

（1） （  ） 

1 

（1） 

兼用車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） （  ） （  ） （  ） 

ｾﾀﾞﾝ等

（ 軽 ） （  ） 

30 

（18） 

30 

（18） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（1） 

30 

（18） 

31 

（19） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 1,000 万円 

その他 なし 

運転者数 31 人 

輸送実績 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

運送回数 2,584 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 2,584 人 

収受した対価 875,485 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

0 件（うち 0 件は発生時に報告済） 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

0 件（うち 0 件は発生時に報告済） 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和４年１１月２２日 

（あて先） 

福岡市長 

住 所    福岡市西区上山門 1 丁目 4 番 7 

氏名又は名称 一般社団法人 錬身会 楽シィー 

代 表 者 名 代表理事 許山 雅 

電 話 番 号 092-407-6607 

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年４月 1 日～令和４年９

月 3０日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは、 

担 当 者 名  許山 雅 

住所 福岡市西区上山門 1-4-7 

電 話 番 号：092-407-6607 

F A X 番 号：092-407-6608 

E - m a i l : sls_sentakuyasan@yahoo.co.jp 
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報 告 事 項 報 告 内 容 
 

 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 15 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 28 人 

(3) 要介護認定者 12 人 

(4) 知的障がい者 2 人 

(5) 精神障がい者 3 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
3 人 

合  計 63 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

2 

（2） 

2 

（2） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

合  計 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

２ 

（2） 

2 

（２） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 なし 

その他  

運転者数 ５人 

輸送実績 

（Ｒ４年４月～ 

R4 年９月） 

運送回数 1,096 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 1,416 人 

収受した対価 1,137,116 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和４年 11 月 9 日 

（あて先） 

福岡市長 

住 所 福岡市中央区六本松 4-9-7 

ジャパンパル 406 

氏名又は名称 特定非営利活動法人バリアフリー

代 表 者 名 理事長 吉村道弘 

電 話 番 号 092-707-3637

福祉有償運送運営状況報告書 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年４月 1 日～令和４年９

月 3０日）について、裏面のとおり報告します。 

問い合わせは、 

担 当 者 名：吉村道弘 

住 所：福岡市中央区六本松 4-9-7 

ジャパンパル 406 

電 話 番 号：092-707-3637 

F A X 番 号：092-707-3647 

E - m a i l：bfreehq@gmail.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 4 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 0 人 

(3) 要介護認定者 3 人 

(4) 知的障がい者 1 人 

(5) 精神障がい者 4 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 12 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

1 

（ 1 ） 

 

（  ） 

1 

（ 1 ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（ 1 ） 

 

（  ） 

1 

（ 1 ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 3,000 万円 

その他  

運転者数 2 人 

輸送実績 

（Ｒ４年４月～ 

R4 年９月） 

運送回数 84 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 84 人 

収受した対価 70,840 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

0 件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第 51 条

21 関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

0 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第 51 条

26 関係書類） 
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様式 １ 

令和 5 年 5 月 31 日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住    所 福岡市中央区六本松 4-9-7 

ジャパンパル 406 

氏名又は名称 特定非営利活動法人バリアフリー                 

代 表 者 名 理事長 吉村道弘 

電 話 番 号 092-707-3637 

 

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年 10 月 1 日～令和５年

３月３１日）について、裏面のとおり報告します。 

 

 

 

 

問い合わせは、 

担 当 者 名：吉村道弘 

住 所：福岡市中央区六本松 4-9-7 

                          ジャパンパル 406 

電 話 番 号：092-707-3637 

F A X 番 号：092-707-3647 

E - m a i l：bfreehq@gmail.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 6 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 0 人 

(3) 要介護認定者 3 人 

(4) 知的障がい者 1 人 

(5) 精神障がい者 5 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 15 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

1 

（ 1 ） 

 

（  ） 

1 

（ 1 ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

合  計 

（ 軽 ） 

1 

（ 1 ） 

 

（  ） 

1 

（ 1 ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 3,000 万円 

その他  

運転者数 2 人 

輸送実績 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

運送回数 85 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 85 人 

収受した対価 69,080 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

0 件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第 51 条

21 関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

0 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第 51 条

26 関係書類） 
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様式 １ 

令和４年１１月１５日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住    所 福岡市博多区東比恵 3 丁目２０－１ 

氏名又は名称 医療法人 ながら医院              

代 表 者 名 理事長 長柄 均 

電 話 番 号 (０９２)４１１－２３５８ 

 

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年４月 1 日～令和４年９

月 3０日）について，裏面のとおり報告します。 

 

 

 

 

問い合わせは， 

担 当 者 名： 尼崎 牧人 

住 所： 博多区東比恵３－２０－１ 

電 話 番 号： (０９２)４１１－２３５８ 

F A X 番 号： (０９２)４１１－２５５７ 

E - m a i l driver@nagara-clinic.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 １人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
６人 

合  計 ７人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

3 

（  ） 

 

（  ） 

3 

（  ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

合  計 

（ 軽 ） 

3 

（  ） 

 

（  ） 

3 

（  ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 ５０００万円 

その他  

運転者数 ５人 

輸送実績 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

運送回数 ２１１回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 ２１１人 

収受した対価 ７５３００円 

事故発生件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和 5 年 5 月２３日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住    所 福岡市博多区東比恵 3 丁目２０－１ 

氏名又は名称 医療法人 ながら医院              

代 表 者 名 理事長 長柄 均 

電 話 番 号 (０９２)４１１－２３５８ 

 

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年 10 月 1 日～令和 5 年

3 月 31 日）について，裏面のとおり報告します。 

 

 

 

 

問い合わせは， 

担 当 者 名： 尼崎 牧人 

住 所： 博多区東比恵３－２０－１ 

電 話 番 号： (０９２)４１１－２３５８ 

F A X 番 号： (０９２)４１１－２５５７ 

E - m a i l driver@nagara-clinic.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
６人 

合  計 ６人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

3 

（  ） 

 

（  ） 

3 

（  ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

合  計 

（ 軽 ） 

3 

（  ） 

 

（  ） 

3 

（  ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 ５０００万円 

その他  

運転者数 ５人 

輸送実績 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年 3 月） 

運送回数 ２６８回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 ２６８人 

収受した対価 ９５１００円 

事故発生件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R５年３月） 

０件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和４年１１月２２日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住 所    福岡市中央区六本松４丁目８番 12-604 号 

氏名又は名称 NPO 法人福岡視覚障がい者支援センターこころ                 

代 表 者 名 理事長 豊田 信之 

電 話 番 号 ０８０－９２４７－３１１５ 

 

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年４月 1 日～令和４年９

月 3０日）について、裏面のとおり報告します。 

 

 

 

 

問い合わせは、 

担 当 者 名  宮﨑 涼二： 

住所 福岡市中央区六本松 4-8-12-604 号 

電 話 番 号：080-9247-3115 

F A X 番 号：092-753-7224 

E - m a i l shikakushien..deai@toriton.ocn.ne.jp 
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報 告 事 項 報 告 内 容 
 

 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 ５４人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 ５４人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

２３ 

（１２） 

２３ 

（１２） 

合  計 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

２３ 

（12） 

２３ 

（１２） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 3000 万円 

その他  

運転者数 ２３人 

輸送実績 

（Ｒ４年４月～ 

R4 年９月） 

運送回数 ３２４回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 ４４４人 

収受した対価 348，300 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和 5 年 5 月 31 日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住 所    福岡市中央区六本松 2 丁目 2 番 5 号ストアフロント５０１号 

氏名又は名称 NPO 法人福岡視覚障がい者支援センターこころ                 

代 表 者 名 理事長 豊田 信之 

電 話 番 号 ０８０－９２４７－３１１５ 

 

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年 10 月 1 日～令和 5 年

3 月 31 日）について、裏面のとおり報告します。 

 

 

 

 

問い合わせは、 

担 当 者 名  宮﨑 涼二： 

住所 福岡市中央区六本松 4-8-12-604 号 

電 話 番 号：080-9247-3115 

F A X 番 号：092-753-7224 

E - m a i l shikakushien..deai@toriton.ocn.ne.jp 
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報 告 事 項 報 告 内 容 
 

 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 61 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 61 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

21 

（１２） 

21 

（１２） 

合  計 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

21 

（12） 

21 

（１２） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 3000 万円 

その他  

運転者数 20 人 

輸送実績 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

運送回数 483 回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 647 人 

収受した対価 431，700 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第51条21

関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

1 件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第51条26

関係書類） 
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様式 １ 

令和４年１１月２８日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住    所 福岡市南区野間二丁目５番５-101 号 

氏名又は名称  一般社団法人れいぱす 

代 表 者 名   代表理事 平山 秀吉 

電 話 番 号  092(557)1117 

  

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年４月 1 日～令和４年９

月 3０日）について、裏面のとおり報告します。 

 

 

 

問い合わせは、一般社団法人れいぱす 

担 当 者 名：理事 高橋 博志 

住 所：福岡市南区野間 2-5-5 

                                                     ジュネス野間１０１ 

電 話 番 号：０９２（５５７）１１１７ 

F A X 番 号：０９２（５５７）１１１８ 

E - m a i l：raypass111@gmail.com3 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 9 人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 9 人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（ 3 ） 

 

（  ） 

 

（ 3 ） 

合  計 

（ 軽 ） 

 

（ 3 ） 

 

（  ） 

 

（ 3 ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 3000 万 

その他  

運転者数 ３人 

輸送実績 

（Ｒ４年４月～ 

R4 年９月） 

運送回数 １１７回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 １１７人 

収受した対価 58,100 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第 51 条

21 関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年４月～ 

R４年９月） 

０件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第 51 条

26 関係書類） 
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様式 １ 

令和５年５月 29 日 

 

（あて先） 

福岡市長 

 

住    所 福岡市南区野間二丁目５番５-101 号 

氏名又は名称  一般社団法人れいぱす 

代 表 者 名   代表理事 平山 秀吉 

電 話 番 号  092(557)1117 

  

 

福祉有償運送運営状況報告書 

 

当団体が実施している福祉有償運送の運営状況（令和４年１０月 1 日～令和５年

３月 3１日）について、裏面のとおり報告します。 

 

 

 

問い合わせは、一般社団法人れいぱす 

担 当 者 名：理事 高橋 博志 

住 所：福岡市南区野間 2-5-5 

                                                     ジュネス野間１０１ 

電 話 番 号：０９２（５５７）１１１７ 

F A X 番 号：０９２（５５７）１１１８ 

E - m a i l：raypass111@gmail.com 
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報 告 事 項 報 告 内 容 備 考（添付書類） 

会員登録者数 

(1) 身体障がい者 １１人 

旅客の名簿 

（参考様式Ａ） 

(2) 要支援認定者 人 

(3) 要介護認定者 人 

(4) 知的障がい者 人 

(5) 精神障がい者 人 

(6) その他（内部障が

い・肢体不自由等） 
人 

合  計 １１人 

福祉有償運送自動車の

数及びその種類ごとの

数 

所  有 

区  分 
所 有 持 込 合 計 

運転者名簿 

（参考様式Ｂ） 

寝台車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

車いす車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

兼用車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

回転ｼｰﾄ車 

（ 軽 ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

ｾﾀﾞﾝ等 

（ 軽 ） 

 

（ 3 ） 

 

（  ） 

 

（ 3 ） 

合  計 

（ 軽 ） 

 

（ 3 ） 

 

（  ） 

 

（ 3 ） 

損害賠償措置状況 

対 人 無制限 

対 物 無制限 

搭乗者 3000 万 

その他  

運転者数 ３人 

輸送実績 

（Ｒ4 年１０月～ 

R5 年 3 月） 

運送回数 １５９回 
輸送実績表 

（参考様式Ｃ） 
運送人員 １５９人 

収受した対価 89,900 円 

事故発生件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

０件 

事故の記録（道路運送

法施行規則第 51 条

21 関係書類） 

苦情件数 

（Ｒ４年 10 月～ 

R5 年 3 月） 

０件 

苦情処理簿（道路運送

法施行規則第 51 条

26 関係書類） 
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2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

400 500 600 700 800 900 1000 1,100 1200

46.0% 42.7% 40.8% 40.9% 39.8% 40.0% 39.2% 39.4% 38.8%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200

39.0% 38.6% 38.8% 38.4% 38.5% 38.2% 38.4% 38.1% 38.3% 38.0%

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

510 510 640 760 890 1,010 1,140 1,260 1,390

58.6% 43.6% 43.5% 44.4% 44.3% 44.9% 44.7% 45.2% 45.0%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1510 1,640 1,760 1,890 2,010 2,140 2,260 2,390 2,510 2,640

45.3% 45.2% 45.5% 45.3% 45.6% 45.4% 45.7% 45.5% 45.7% 45.6%

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320

480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320 1,440

55.2% 51.3% 49.0% 49.1% 47.8% 48.0% 47.1% 47.3% 46.6%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,440 1,560 1,680 1,800 1,920 2,040 2,160 2,280 2,400 2,520

1,560 1,680 1,800 1,920 2,040 2,160 2,280 2,400 2,520 2,640

46.8% 46.3% 46.5% 46.0% 46.3% 45.9% 46.1% 45.7% 45.9% 45.6%

コットンハート

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（C/A）

備考

運送料金
初乗り　2Kmまで300円　100円/Km
（30Kmを超える場合、超過する1Kmごとに50円）

迎車料金
4Kmまで無料、以降2Kmごとに100円（300円を限度）

車いす移乗介助料金　100円

病院内サポート料金　1時間まで800円　以後30分ごとに400円

月会費　500円

運送料金
初乗り　2Kmまで360円　120円/Km
※30Kmを超えた場合、超えたキロ数の30％割引きで
算出

迎車料金
3Kmまで無料　3Km以上は一律120円

待機料金
15分まで無料　15分以上は10分ごとに120円

利用料金（C）

運送料金（C）

利用料金（C）

利用料金（C）

利用料金（B）

割合（B/A）

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金（セダン）
3ｋｍまで510円

年会費　3,000円

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（C/A）

福祉有償運送団体別　利用料金比較表

ステップ福岡（セダン）

備考
タクシー料金（Ａ）

割合（C/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（C/A）

そよかぜ

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）
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2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

46.0% 42.7% 40.8% 40.9% 39.8% 40.0% 39.2% 39.4% 38.8%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200

39.0% 38.6% 38.8% 38.4% 38.5% 38.2% 38.4% 38.1% 38.3% 38.0%

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

46.0% 42.7% 40.8% 40.9% 39.8% 40.0% 39.2% 39.4% 38.8%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200

39.0% 38.6% 38.8% 38.4% 38.5% 38.2% 38.4% 38.1% 38.3% 38.0%

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

400 520 640 760 880 1,000 1,120 1,240 1,360

46.0% 44.4% 43.5% 44.4% 43.8% 44.4% 43.9% 44.4% 44.0%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,480 1,600 1,720 1,840 1,960 2,080 2,200 2,320 2,440 2,560

44.4% 44.1% 44.4% 44.1% 44.4% 44.2% 44.4% 44.2% 44.4% 44.2%

福岡市視覚障害者サポートセンター

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

34.5% 34.2% 34.0% 35.1% 34.8% 35.6% 35.3% 35.8% 35.6%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

36.0% 35.8% 36.2% 36.0% 36.3% 36.1% 36.4% 36.2% 36.4% 36.3%

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金
初乗り　2ｋｍまで300円　100円/Km

年会費3,000円

割合（B/A）

割合（B/A）

利用料金（B）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

訪問歯科介護研究会

備考

運送料金
初乗り　2Kmまで400円　120円/Km

年会費　4,000円

Wall　Less　Japan

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金
初乗り　2Kmまで400円　100円/Km
※30Kmを超える場合1Kmごとに50円

年会費1,000円

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

割合（B/A）

じょうわ

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金　100円/Km

迎車時　200円

介助料金　1,000円

年会費　100円

割合（B/A）
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明日へ

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

250 350 450 550 650 750 850 950 1,050

28.7% 29.9% 30.6% 32.2% 32.3% 33.3% 33.3% 34.1% 34.0%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,150 1,250 1,350 1,450 1,550 1,650 1,750 1,850 1,950 2,050

34.5% 34.4% 34.9% 34.8% 35.1% 35.0% 35.4% 35.2% 35.5% 35.4%

楽シィー

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

440 572 704 836 968 1,100 1,232 1,364 1,496

50.6% 48.9% 47.9% 48.9% 48.2% 48.9% 48.3% 48.9% 48.4%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,628 1,760 1,892 2,024 2,156 2,288 2,420 2,552 2,684 2,816

48.9% 48.5% 48.9% 48.5% 48.9% 48.6% 48.9% 48.6% 48.9% 48.6%

バリアフリー

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

34.5% 34.2% 34.0% 35.1% 34.8% 35.6% 35.3% 35.8% 35.6%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

36.0% 35.8% 36.2% 36.0% 36.3% 36.1% 36.4% 36.2% 36.4% 36.3%

ながら医院

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

23.0% 25.6% 27.2% 29.2% 29.9% 31.1% 31.4% 32.3% 32.4%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

33.0% 33.1% 33.6% 33.6% 34.0% 34.0% 34.3% 34.3% 34.6% 34.5%

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金
初乗り　2Kmまで200円　100円/Km

年会費等なし

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

運送料金
初乗り　200円　100円/Km

迎車時　50円/Km（迎車距離が5Kmを超えた場合）

利用料金（B）

割合（B/A）

利用料金（B）

運送料金
初乗り2Kmまで440円　132円/Km

同乗者　110円（2キロ以上の場合）

年会費　1,100円

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

運送料金
初乗り　1Kmまで150円　100円/Km
待機料金
60分まで無料　以降10分ごとに100円ずつ加算
長距離料金
初乗りから20Km超えた場合は、超えたキロ数分の料金を
3割引き
その他料金
有料駐車場や有料道路を使用した場合は、利用者が現金
で支払うもの。
入会費　2,000円　年会費なし

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

備考
タクシー料金（Ａ）
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こころ

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

34.5% 34.2% 34.0% 35.1% 34.8% 35.6% 35.3% 35.8% 35.6%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

36.0% 35.8% 36.2% 36.0% 36.3% 36.1% 36.4% 36.2% 36.4% 36.3%

れいぱす

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100

34.5% 34.2% 34.0% 35.1% 34.8% 35.6% 35.3% 35.8% 35.6%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

36.0% 35.8% 36.2% 36.0% 36.3% 36.1% 36.4% 36.2% 36.4% 36.3%

みんなのプロジェクト（みちくさ）

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

23.0% 25.6% 27.2% 29.2% 29.9% 31.1% 31.4% 32.3% 32.4%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

33.0% 33.1% 33.6% 33.6% 34.0% 34.0% 34.3% 34.3% 34.6% 34.5%

アンサンブル

2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km

870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

350 450 550 650 750 850 950 1,050 1,150

40.2% 38.5% 37.4% 38.0% 37.3% 37.8% 37.3% 37.6% 37.2%

11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km

3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

1,250 1,350 1,450 1,550 1,650 1,750 1,850 1,950 2,050 2,150

37.5% 37.2% 37.5% 37.2% 37.4% 37.2% 37.4% 37.1% 37.3% 37.1%

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金
初乗り　2Kmまで350円　100円/ｋｍ

年会費10,000円

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

備考

運送料金　100円/Km
迎車時　5Kmまで0円、その後50円/Ｋｍ加算

入会金3,000円、年会費3,000円タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

備考
タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

運送料金
初乗り　2Kmまで300円　100円/Km

入会金　2,000円

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

タクシー料金（Ａ）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

利用料金（B）

タクシー料金（Ａ）

利用料金（B）

割合（B/A）

割合（B/A）

備考

運送料金
初乗り　2Kmまで300円　100円/Km
待機料金　30分まで無料　以降10分ごとに100円

入会金　2,000円
年会費　無料

割合（B/A）
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令和５年度第１回 

福岡市福祉有償運送 

運営協議会 
資料２ 

軽微な変更の届出に関する報告 

令和 4 年 10 月 14 日（前回協議会）から本日までに、九州運輸局福岡運輸

支局長に届け出られた軽微な事項変更は以下のとおり。 

団体名 届出年月日 届出内容 ページ 

特定非営利活動法人 
ステップ福岡 R4.11.7 

車両台数の変更 

（28→26） 
1～2 

NPO 法人 明日へ R5.3.13 
車両台数の変更 

（30→31） 
3～4 

NPO 法人 明日へ R5.5.8 
車両台数の変更 

（31→31） 5～6 

特定非営利活動法人 
地域福祉を支える会 
そよかぜ 

R5.6.16 
車両台数の変更 

（8→7） 
7～8 



1



2



3



4



5



6



7
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令和５年度第１回 

福岡市福祉有償運送 

運営協議会 
資料３ 

福祉有償運送事業の必要性について 
（福岡市の人口推移・移動制約者に関する助成等について） 

１ 福岡市の人口推移（各年度末現在登録人口） 

福岡市の人口推移

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

208,403 208,536 208,990 208,739 207,577 205,953

995,127 999,925 1,007,654 1,010,718 1,012,094 1,024,282

325,120 332,789 338,864 344,721 349,018 352,063

65歳以上
対人口割合(％）

21.27% 21.59% 21.78% 22.04% 22.25% 22.25%

1,528,650 1,541,250 1,555,508 1,564,178 1,568,689 1,582,298総数

年少人口
0～14歳

生産年齢人口
15～64歳
高齢者人口
65歳以上

20.60%

20.80%

21.00%

21.20%

21.40%

21.60%

21.80%

22.00%

22.20%

22.40%

310,000

315,000

320,000

325,000

330,000

335,000

340,000

345,000

350,000

355,000

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

高齢者人口65歳以上 65歳以上対人口割合（％）

○福岡市の高齢者の数，高齢者が対人口に占める割合（高齢化率）は、年々増加傾向にある。

○福岡市保健福祉総合計画（令和 3 年 8 月）によると、令和 7 年の 65 歳以上の高齢者人口は 39

万 6千人、高齢者の割合（高齢化率）は 24.8％と、今後も増加していくことが予測される。

（単位；人） 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人
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２ 福岡市の要介護認定者及び障がい者手帳交付者数等の推移 

（単位；人） 

H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数

要支援１ 13,682 14248 14,375 14,004 13,989 14,037 

要支援２ 9,175 9616 10,113 10,002 9,786 9,916 

要介護１ 13,054 13016 13,278 13,946 14,640 14,903 

要介護２ 10,171 10183 10,464 10,583 10,638 10,761 

要介護３ 7,535 7638 7,797 8,186 8,605 8,726 

要介護４ 6,566 6696 6,880 7,095 7,530 7,797 

要介護５ 5,286 5289 5,245 5,177 5,130 5,310 

合計（A） 65,469 66,686 68,152 68,993 70,318 71,450 

障
が
い
者
数

身体

障が

い者 

肢体不自由 27,407 27,207 27,023 26,656 26,077 25,628 

内部障がい 16,125 16,374 16,672 17,020 17,260 17,624 

他障がい 8,296 8,398 8,466 8,434 8,450 8,499 

小計 51,828 51,979 52,161 52,110 51,787 51,751 

知的障がい者 11,568 12,035 12,497 12,898 13,455 14,040 

精神障がい者 14,586 16,050 17,454 18,197 19,399 20,957 

合計（B） 77,982 80,064 82,112 83,205 84,641 86,748 

総計（Ａ＋Ｂ） 143,451 146,750 150,264 152,198 154,959 158,198 

対人口割合 9.38% 9.52% 9.66% 9.73% 9.88% 10.00% 

福岡市人口 1,528,650 1,541,250 1,555,508 1,564,178 1,568,689 1,582,298 

2



 

○福岡市の要支援・要介護認定者は、年々増加傾向にある。

福岡市保健福祉総合計画（令和 3 年 8 月）によると、要支援・要介護認定者は今後も増加

し、令和 7年度には、約 8万 2千人になると見込まれる。

○身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者も年々増加傾向にある。

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者数 

要支援・要介護認定者数 

3



３ 福岡市の移動制約者に関する助成等 

① 助成内容等（令和 4 年度）

事業名 対象交通機関 概要 

福祉乗車券 

西鉄バス 

西鉄電車 

天神大牟田線 

市営 

地下鉄 

昭和バス 

ＪＲバス 

タクシー 等

障がい者等の社会参加促進のため交通費の一部助成 

○給付形態

ＩＣカード、回数乗車券等

〇交付対象者 

市内に住民登録を行っており、前年所得 200 万円未満（対象者

が 18 歳未満の場合は、世帯の合計所得 200 万円未満）で下記の手

帳を所持する者 

・身体障害者手帳１級～３級

・療育手帳 A

・精神障害者保健福祉手帳１級

・被爆者健康手帳

・戦傷病者手帳

〇交付額 

・市民税非課税の者は、年間最大で 12,000円

・前年所得 200万円未満の者は、年間最大で 8,000円

※福祉乗車証は地下鉄無料パス

高齢者乗車券 

市営地下鉄 

西鉄バス 

西鉄電車 

市営渡船 

タクシー

ＪＲバス等 

高齢者の社会参加促進のため交通費の一部助成 

〇交付対象者 
福岡市に居住しかつ住民登録をしている満 70 歳以上で、福岡市介
護保険料所得段階が１～７段階の人 
※福祉乗車券対象者は交付対象外。

〇交付額 
・介護保険料所得段階１～５：年額１２，０００円以内

・介護保険料所得段階６、７：年額８，０００円以内

4



事業名 対象交通機関 概要 

福祉タクシー 

料金助成 
タクシー

在宅の重度心身障がい児・者がタクシー利用の際、運賃の一部を助
成 

○給付形態
タクシー利用券

○交付対象者
１８才以上の障がい者の場合は、本人及び配偶者が市民税非課税

で、次の障がい程度の人。１８才未満の障がい児の場合は、保護者の
属する住民基本台帳上の世帯員全員が市民税非課税で、次の障がい
程度の人。 
・視覚、内部障がい１～２級
・下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能
障がい（移動機能障がいに限る。）１～２級
・視覚障がい、肢体不自由、内部障がいが重複して総合２級以上で、か
つ下肢又は体幹機能障がい３級
・療育手帳Ａ
・精神障害者保健福祉手帳 1 級

○交付額
・一般型 ：一乗車につき 500 円(年間最大 55 枚)
・ワゴン型：30 分までの時間運賃(年間最大 48 枚)

移送サービス 寝台タクシー 

公共交通機関利用困難な高齢者に、寝台タクシーの料金を一部助
成 

○給付形態
寝台タクシーの基本料金相当のチケットを年間 4 枚給付

○対象者
介護保険における要介護４、５と認定された、６５歳以上の人で、座位
を保てない人
・介護保険料所得段階１Ａ ：８，５００円/枚 

※1Ａ＝１段階のうち、生活保護・支援給付受給者
・介護保険料所得段階１Ｂ・２・３  ：７，６５０円/枚

※１Ｂ＝１段階のうち、１Ａ以外の者
・介護保険料所得段階４・５  ：５，１００円/枚 
・介護保険料所得段階６・７      ：２，９７０円/枚 
・介護保険料所得段階８   ：  ８５０円/枚 
（介護保険料所得段階９以上の人は対象外） 

障がい者移送

サービス
寝台タクシー 

公共交通機関利用困難な在宅の寝たきりの特定疾病障がい者に、
ストレッチャー装着ワゴン車または寝台車の利用助成を行う。

○給付形態
利用券を年間４枚給付

○対象者等
市内に居住する在宅の４０歳から６４歳までの介護保険法の特定疾
病に該当する者で、要介護４、５認定を受け、当該疾病に起因する身
体障害者手帳を所持する者であり、かつ座位を保てない者。
・所得階層により助成額が異なる。
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②助成の種類及び対象・交付人数

H30年度 R１年度 R２年度 R３年度 R４年度

交付件数 18,319 18,812 18,181 15,692 17,312

対象人数 205,247 214,113 221,738 229,074 232,136

交付人数 147,344 155,134 157,379 151,254 153,163

利用枚数 203,677 194,729 158,590 158,047 153,045

交付人数 8,518 8,312 7,505 7,155 6,898

利用者数 105 103 71 86 108

利用回数 115 112 87 86 131

利用枚数 11 11 8 11 11

福祉乗車券

高齢者乗車券

福祉タクシー料金助成
（重度障がい者）

移送サービス
(寝台タクシー料金助成
(移動困難高齢者））

障がい者移送サービス
（在宅の寝たきりの特定
疾病障がい者）

福岡市の移動に関する助成等

○移動制約者に関する助成については、概ね増大傾向にある。

（移送サービス、障がい者移送サービスを除く）
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４ 政令市における福祉有償運送事業の状況 （令和５年３月末現在） 

市 団体数 車両数 運転者数 旅客数

札幌 99 429 732 3,264

仙台 2 5 19 80

さいたま 37 247 383 1,154

千葉 12 62 96 804

川崎 22 135 集計していない 集計していない

横浜 62 480 集計していない 6,918

相模原 20 165 251 1,635

新潟 18 112 148 1,004

静岡 4 26 73 296

浜松 6 30 38 667

名古屋 15 69 74 600

京都 10 50 71 888

大阪 16 31 54 326

堺 15 41 97 473

神戸 22 63 91 321

岡山※ 25 89 171 2,444

広島 0 0 0 0

北九州 9 86 527 1,246

熊本 11 38 74 227

福岡 15 88 127 534

※岡山市については、未回答のため昨年度調査結果（令和 4 年 3 月末現在）。
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令和５年度第１回 

福岡市福祉有償運送 

運営協議会 
資料４ 

登録の更新に関する審議願い提出申請者の団体概要等 

番号 団体名 該当ページ 

1 
特定非営利活動法人 
バリアフリー 1～4 

２ 医療法人 ながら医院 5～8 

※事務局において、形式的要件については確認済



項 目

団 体 名

所 在 地

代 表 者

項 目

運 送 の 目 的

旅 客 数 人

車 両 保 有 台 数 ・福祉車両 1 台 0 台

持 込 車 両 台 数 ・福祉車両 0 台 0 台

運転免許の種別 ・普通１種 1 人 人

損 害 賠 償 措 置

運 送 地 域

運 送 頻 度

運 送 の 対 価

料 金 算 定 根 拠

運送の対価以外の
対 価

会 費

備 考

平成30年10月16日

福祉有償運送　登録の更新　申請事業者概要

回 答 欄

回 答 欄

特定非営利活動法人バリアフリー

福岡市中央区六本松4-9-7ジャパン・パル406

福祉有償運送
初回登録年月日

設立年月日

登録の有効期限 令和5年10月15日

平成29年3月17日

苦情，事故報告なし

吉村　道弘

・セダン型車両

運送距離に応じて，概ねタクシーの１／２程度

・セダン型車両

・普通２種

月平均14回程度（令和４年度実績）

福岡市及びその近郊

運転者加入の任意保険（対人：無制限、対物：無制限
人身傷害保険及び搭乗者傷害保険への加入あり。）

初乗料金：200円
以降加算：100円/km

送迎料金：5km以内は無料
(5kｍを超える送迎は、超過距離×50円の送迎料金を徴収する。)

入会金、年会費：無料

17

障がい者及び要介護(支援)者の外出支援を目的とする。

1



2



3



利用料金 

●利用（運送）料金

・乗車時     200 円/km（初乗料金）  100 円/km（加算料金）

利用会員宅から目的地、目的地から利用会員宅までの走行距離により算出をします。

・迎車時   50 円/km（迎車距離が 5km を超えた迎車より加算） 

利用の依頼を受けて、利用会員宅まで迎えに行く際の料金になります。 

運送料金目安表 

乗車距離 
特定非営利活動法人バリアフリー 

乗車料金 迎車料金 合計 

２ km 300 円 （迎車距離-5km）×50 円＝Ⅹ 300 円+Ⅹ 

３ km 400 円 （迎車距離-5km）×50 円＝Ⅹ 400 円+Ⅹ 

５ km 600 円 （迎車距離-5km）×50 円＝Ⅹ 600 円+Ⅹ 

10 km 1100円 （迎車距離-5km）×50 円＝Ⅹ 1100 円+Ⅹ 

20 km 2100円 （迎車距離-5km）×50 円＝Ⅹ 2100 円+Ⅹ 

100ｍ毎に加算され、それ以下は四捨五入するものとします。 
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項 目

団 体 名

所 在 地

代 表 者

項 目

運 送 の 目 的

旅 客 数 人

車 両 保 有 台 数 ・福祉車両 2 台 0 台

持 込 車 両 台 数 ・福祉車両 台 台

運転免許の種別 ・普通１種 2 人 1 人

損 害 賠 償 措 置

運 送 地 域

運 送 頻 度

運 送 の 対 価

料 金 算 定 根 拠

運送の対価以外の
対 価

会 費

備 考

令和1年7月9日

福祉有償運送　登録の更新　申請事業者概要

回 答 欄

回 答 欄

医療法人ながら医院

福岡市博多区東比恵三丁目20-1

福祉有償運送
初回登録年月日

登録の有効期限 令和5年12月14日
設立年月日 平成6年11月2日

１回の送迎距離は１０ｋｍまでとする

長柄　均　

・セダン型車両

運送距離に応じて，概ねタクシーの１／２程度

・セダン型車両

・普通２種

月平均４０回程度（令和４年度実績）

出発地または目的地が福岡市内

対物対人無制限　人身傷害５,０００万円

　走行２キロまで：２００円
　以降加算　1キロ当たり：１００円

　なし

　年会費なし

4

　地域の高齢者や、障がい者の日常生活の支援を行い、またこれらの方々
の交通手段の確保を行うことにより、地域福祉に貢献することを目的とす
る。
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利用運賃及び料金一覧 

●運送料金

・初乗り運賃 200 円（２km まで） 

・走行１キロあたり 100 円 

出発地から目的地までの走行距離により算出をします。 

・介助料金 負担なし 

運送料金比較表 

乗車距離 
医療法人ながら医院 

運賃（ 100 円/㎞） 迎車料金 合計 

２ km 200 円 0 円 ２00 円 

３ km 300 円 0 円 ３00 円 

５ km 500 円 0 円 ５00 円 

10 km 1,000 円 0 円 1,０00 円 

●会費

・年会費 年会費なし 
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参考資料
１

福岡市の福祉有償運送団体

整理
番号

法人名
団体
種別

事務所
所在区

初回登録日
更新
回数

登録期限

1
ＮＰＯ法人
コットン・ハート

ＮＰＯ 南区 H19.10.5 4 R6.10.4

2
ＮＰＯ法人
通院送迎センター「ステップ福岡」

ＮＰＯ 早良区 H19.10.5 4 R6.10.4

3
ＮＰＯ法人
地域福祉を支える会　そよかぜ

ＮＰＯ 博多区 H19.10.5 4 R6.10.4

4 NPOじょうわ ＮＰＯ 城南区 H25.10.3 3 R6.10.2

5
NPO法人
Wall Less Japan

ＮＰＯ 城南区 H25.10.3 3 R6.10.2

6
特別非営利活動法人
訪問歯科介護研究会

ＮＰＯ 東区 H25.10.9 3 R6.10.8

7
NPO法人
福岡市視覚障害者サポートセンター

ＮＰＯ 中央区 H25.10.25 3 R6.10.24

8
NPO法人
明日へ

ＮＰＯ 城南区 H26.6.19 3 R7.6.18

9
一般社団法人
錬身会　楽シィー

一社 西区 H29.11.8 2 R7.11.7

10
特定非営利活動法人
バリアフリー

ＮＰＯ 中央区 H30.10.16 1 R5.10.15

11
医療法人
ながら医院

医 博多区 R1.7.9 1 R5.12.14

12
NPO法人
福岡視覚障がい者支援センターこころ

ＮＰＯ 中央区 R2.12.1 1 R7.11.30

13
一般社団法人
れいぱす

一社 南区 R4.4.22 0 R6.4.22

14
特定非営利活動法人
みんなのプロジェクト

ＮＰＯ 早良区 R4.5.10 0 R6.5.10

15
一般社団法人
アンサンブル

一社 西区 R5.3.14 0 R7.3.14

令和５年度第１回
福岡市福祉有償
運送運営協議会



１

福岡市福祉有償運送運営協議会運営指針

福岡市福祉有償運送運営協議会

平成１８年１０月３１日  

平成２０年 ８月 ６日改正

平成２４年 ８月２８日改正

平成２５年 ８月２７日改正

平成２６年 ４月２３日改正

平成２７年 ７月３０日改正

平成２８年 ５月１１日改正

平成２９年 ８月３１日改正

平成３０年 ９月 ５日改正

令和 ３年 ８月２６日改正

令和 ４年１０月１４日改正

１．目的

本指針は，道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第

７８条第２号に定められた，ＮＰＯ法人等による要介護認定を受けた者や身体

障害者手帳を交付された者等を運送する自家用有償旅客運送（以下「福祉有償

運送」という。）に係る，同法第７９条の登録に先立ち必要とされる，同法７９

条の４第１項第５号に係る福岡市福祉有償運送運営協議会（以下「運営協議会」

という。）における協議事項に関する方針を定めることで，登録申請団体からの

協議を円滑に行うことを目的とする。

２．運送主体（法第７８条第２号・規則第４８条）

単独では公共交通機関の利用が困難な者を対象として，福祉有償運送を実施

しようとする団体（以下「運送主体」という。）は，営利を目的としない法人で

あり，当該福祉有償運送を行うことが，法人の目的の範囲外にあたるものでな

いことを条件とする。

なお，運送主体としての非営利法人としては，次に掲げる法人とする。

① 特定非営利活動法人

② 一般社団法人又は一般財団法人

③ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第７項に規定

令和５年度第１回 

福岡市福祉有償運送 

運営協議会 

参考資料

２ 
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２

する認可地縁団体 

④ 農業協同組合

⑤ 消費生活協同組合

⑥ 医療法人

⑦ 社会福祉法人

⑧ 商工会議所

⑨ 商工会

⑩ 営利を目的としない法人格を有しない社団であって，代表者の定めが

あり，かつ，当該代表者が法第７９条の４第１項第１号から第３号まで

のいずれにも該当しない者であるもの 

【運送主体の介護保険請求】

福祉有償運送では，介護保険の乗降介助等については，原則として請求で

きない。

３．運送の対象（法第７９条の２第１項第４号）

運送の対象となる者は，あらかじめ会員として登録された以下に掲げる者及

びその介助者又は付添人とする。

① 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条にいう「身体障

害者」

② 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項にいう「要介護

認定を受けている者」

③ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第２項にいう「要支援

認定を受けている者」

④ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項にいう「障害児」 
⑤ 療育手帳（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第１５６号厚生事務次

官通知）の交付を受けた「知的障害者」

⑥ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第５条にいう「精神障害者」

⑦ その他肢体不自由，内部障がい（人工血液透析を受けている場合を含む。），

難病等により単独での移動が困難な者であって，単独では公共交通機関を

利用することが困難な者
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３

【対象者の判断】

旅客が道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号。以下「施行規

則」という。）第４９条第３号に規定する有償運送を利用することが適当であ

るか否かは，福岡市福祉局の各担当課（介護保険課・障がい者支援課）によ

り，旅客が所持するその障がい又は疾病を証する書類（介護保険証，身体障

害者手帳，療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のほか，難病患者にあって

は公費負担助成決定通知書の写し，あるいは診断書等）及びその障がい等の

状況等を確認し，移動制約者であるという状況把握をしたうえで判断するも

のとする。

４．運送の区域（法第７９条の２第１項第３号）

運送の旅客の発地又は着地のいずれかが福岡市内にあることを要するものと

する。

【協議の視点】

形態については，発地又は着地が福岡市内にある福祉有償運送のみに限定

される。

なお，『市内自宅→市外病院１→市外病院２』，または『市外病院１→市外

病院２→市内自宅』といった福祉有償運送の場合は，一連のサービスとして

計画されたものであれば実施可能とする。

また，福祉有償運送全体が市外で提供されるものは，運営協議会の対象と

はならない。別途福祉有償運送が提供される市町村運営協議会において協議

すべきものとなる。

５．使用車両

（１）福祉有償運送にあっては，次の車両を使用するものとする。

① 寝台車：車内に寝台（ストレッチャー）を固定する設備を有する自動車

② 車いす車：車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な

自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車

③ 兼用車：ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車

④ 回転シート車：回転シート（リフトアップシートを含む。）を備える自動

車

⑤ セダン等（貨物運送の用に供する自動車を除く。）
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４

（２）使用権原

福祉有償運送に使用する車両を使う権原（所有権、賃貸借権等の使用権）

は運送主体が有するものとする。この場合において，運転者等から提供され

る自家用自動車を使用するときは，以下の事項に適合することを要するもの

とする。

・ 運送主体と，自家用自動車を提供し，当該運送に携わる者との間に当該

車両の使用に係る契約が締結され，当該契約の内容を証する書面が作成さ

れていること。

・ 当該契約において，福祉有償運送の管理及び運営，特に事故発生，苦情

等への対応について運送主体が責任を負うことが明確化されていること。

・ 利用者に対し，事故発生，苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連

絡先が明瞭に表示されていること。

（３）車両の表示

登録を受けた場合，車両には外部から見やすいように使用自動車の車体の

両側面に福祉有償運送の登録を受けた車両である旨を表示すること。表示事

項は，「運送主体名」，「福祉有償運送車両」，「登録番号」の文字で，文字はス

テッカー，マグネットシート又はペンキ等による横書きとし，文字の大きさ

は縦横 50 ミリメートル以上。ボランティア運転者等との契約に基づき使用し

ている車両等，福祉有償運送ではない用途に車両を用いる可能性のある車両

の表示は，誤解を避けるためにマグネット式が望ましく，福祉有償運送以外

の用途で使用する場合，当該表示は外すべきである。

６．旅客から収受する対価（法第７９条の８第２項・規則第５１条の１５）

ボランティア等が実施している福祉有償運送において，旅客から収受しよう

とする対価が，施行規則第５１条の１５各号の規定及び関係通達（平成１８年

９月１５日付け国自旅第１４４号）の規定に基づいているものと認められるこ

と。この場合において，申請者に対し，旅客から収受する対価の額及び会費の

額について，明細に記載した資料の提出を求めるものとする。

（１）対価の範囲

運送サービスの提供及び当該運送サービスと連続して，又は一体として行

われる役務の提供並びに施設の利用に要する費用について，利用者の負担を求

めるもの。

① 運送の対価
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５

運送サービスの利用に対する対価

② 運送の対価以外の対価

運送サービスと連続して，若しくは一体として提供される役務の利用又

は設備の利用に対する対価であって，以下のようなものが考えられる。

ｱ) 迎車回送料金

旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する料金

ｲ) 待機料金

旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する料金

ｳ) その他の料金

介助料（乗降介助に関する部分に限る。），添乗料（運送にあたって添

乗員を付き添わせた場合の料金），ストレッチャー，車いす使用料等の

設備使用料など。

（２）対価設定の考え方

旅客から収受する対価は，法第７９条の８及び施行規則第５１条の１５の

規定に基づき，以下に掲げる考え方に従って定めるものとする。

① 旅客から収受する対価の水準

旅客から収受しようとする対価は，施行規則第５１条の１５において，

実費の範囲内であると認められること，営利を目的としていると認められ

ない妥当な範囲内であることなどが求められており，具体的には，以下に

掲げる基準を目安とするものとする。

ｱ) 運送の対価は，当該地域におけるタクシーの上限運賃（ハイヤー運賃

を除く。）の概ね１／２の範囲内であること。

ｲ) 運送の対価以外の対価にあっては，実費の範囲内であること。

ｳ) 均一制など定額制による運送の対価において，近距離利用者の負担が

過重となるなど，利用者間の公平を失するような対価の設定となってい

ないと認められること。

ｴ) 運送の対価を距離制又は時間制で定める場合であって，車庫（事務所

の車庫を含む。）を出発した時点からの走行距離を基に対価を算定しよ

うとする場合にあっては，当該同一旅客をタクシーが運送した場合の実

車運賃の額に迎車回送料金を加えた合計額と比較して，当該対価が概ね

１／２の範囲内であると認められること。ただし，当該対価を適用する

場合には，迎車回送料金を併せて徴収してはならない。
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６

② 対価の適用方法

ｱ) 時間制及び距離制の双方を定めることは差し支えないが，それぞれの

適用方法について明確に基準が設けられており，運送を利用しようとす

る際に予め旅客に対して適用する対価の説明がなされる必要がある。

ｲ) 福祉有償運送に係る運送の対価にあっては，１個の契約により乗車定

員１１人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する場合の対価を定め

るものである。このため，ｳ)に規定する複数乗車（１回の運行で複数の

利用者を運送する場合であって，旅客１人ずつから対価を収受する場合

をいう。以下同じ。）の対価を定めることができる場合を除き，旅客数

に応じた運送の対価を収受することはできないものであること。

ｳ) 福祉有償運送における複数乗車の対価を定める場合には，旅客１人ず

つから収受する対価が明確に定められており，かつ，当該自動車の乗車

定員を最大限利用した場合における対価の総額が，同一距離又は時間を

運行した場合におけるタクシー運賃の額と比較して概ね１／２の範囲

内にあると認められるか，又は平均乗車人員が算出できる場合には，平

均乗車人員で運行した場合の対価の総額が，同一距離又は時間を運行し

た場合におけるタクシー運賃の額と比較して概ね１／２の範囲内にあ

ると認められるか，いずれかの方法により判断することができる。

ｴ) 運送の対価以外の対価を利用者に求める場合は，旅客が利用した設備

又は提供された役務の種類ごとに金額を明記すること。

（３）タクシーの半額等，必要以上に価格の安いことを煽って会員等の募集を行

ってはならない。

７．輸送の安全及び利用者利便の確保のための措置

次の①～⑦に掲げる事項について，それぞれ各号に定める輸送の安全及び

利用者利便の確保のために必要な措置が講じられているものとする。

① 使用車両

ｱ) 福祉有償運送に使用する自動車（以下「福祉有償運送自動車」という。）

の種類ごとの保有台数。

ｲ) 福祉有償運送の業務の間は，申請者が福祉有償運送自動車について，

以下の条件を満たすことその他適切に自動車の管理がなされること。

・ 運転者の持込による場合は，申請者との間で当該輸送を実施する間
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７

において，使用権原，運送責任，事故時の責任，苦情の対応等につい

て申請者に一切の責任があることが明確に明記された契約書，使用承

諾書等の書面が作成されていること。

・ 車体の表示について，確実に実施される見込みがあること。この場

合において，申請者に対し，使用する車両の自動車登録番号・車両番

号，種類，運送しようとする旅客に対応した設備又は装置の内容につ

いて具体的に記した資料の提出を求めるものとする。

② 運転者の要件

運転者が施行規則第５１条の１６に規定する要件を満たしていること。

この場合において，申請者に対し，運転者が施行規則第５１条の１６各号

に定める以下の要件を満たしていることを証する書面の提出を求めるも

のとする。

ｱ) 第二種運転免許証を保有しており，かつ，その効力が停止されていな

い運転者とする。

ｲ) 第二種運転免許を保有していない運転者にあっては，運転者が申請前

の２年間において運転免許停止以上の処分をうけていない者であり，か

つ，国土交通大臣が定める必要な講習を修了している者であること。

ｳ) 福祉車両以外の自動車を使用する場合にあっては，上記に加え運転者

又は乗務する者のいずれかが，国土交通大臣が定める乗降介助に係る必

要な講習を修了している者であること。

③ 損害賠償措置

ボランティア個人の持込自動車も含めた全ての自動車について，福祉有

償運送の業務中であっても，保険金支払のなし得る任意保険その他の業務

中に事故が発生した場合における損害賠償措置が以下のとおり（国土交通

省告示第１１７１号）適切に講じられていること。この場合において，申

請者に対し，任意保険証書の写し又は見積書の写し等の提出を求めるもの

とする。

ｱ) 対人保険 ８，０００万円以上

ｲ) 対物保険 ２００万円以上

④ 運行の管理の体制

運行の管理の責任者が選任され，運転者の確認，報告，指示，記録等に
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８

係る指揮命令系統が明確にされている等の組織体制が整っていると認め

られること。また，配置された自動車の数が５台以上の事務所にあっては，

施行規則第５１条の１７第２項に規定する資格を有した運行の管理の責

任者が選任されているか，又は選任される予定があること。この場合にお

いて，申請者に対し，運行の管理の体制及び運行の管理の責任者の選任状

況（予定を含む。）（必要となる場合は資格証の提出を含む。）について具

体的に記した資料の提出を求めるものとする。

⑤ 整備の管理の体制

申請者において，整備の管理の責任者（整備士等の資格の有無は問わな

いものとする。）が選任され，使用する自動車の整備の管理が適切に行わ

れる体制が整っていること，又は確実に選任されると見込まれること。こ

の場合において，申請者に対し，整備の管理の体制及び整備の管理の責任

者の選任状況について具体的に記した資料の提出を求めるものとする。

⑥ 事故時の連絡体制

事故発生時における責任者が明確であり，事故時の対応方法及び連絡体

制が整っていること又は実施が確実であると見込まれること。この場合に

おいて，申請者に対し，事故が発生した場合の処理体制及び責任者につい

て具体的に記した資料の提出を求めるものとする。

⑦ 苦情処理体制

利用者からの苦情に対し，対応に係る責任者が明確に定められ，適切に

記録する体制となっていること又は実施が確実であると見込まれること。

この場合において，申請者に対し，利用者からの苦情処理に関する体制に

ついて具体的に記した資料の提出を求めるものとする。

８．その他運営協議会が必要と認める事項

道路運送法並びに省令及び通達に規定する事項を確保した上で，旅客の利

便及び輸送の安全の確保措置等に関して，運営協議会として必要と認められる

事項について，運営協議会の協議に基づき独自の措置を講じることができるも

のとする。
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９

９．運営協議会の合意

（１）運営協議会における合意の方法

運営協議会において協議が調った場合に，運営協議会における合意があっ

たものとみなす。運営協議会の協議を行うにあたっては，関係者の意見に配慮

し十分な議論を尽くして行うものとする。この場合において，全会一致が望ま

しいが，これにより難い場合は，予め運営協議会の設置要綱に，公正・中立な

運営を確保するための議決に係る方法を定める。

運営協議会は，施行規則第５１条の３第４号に規定する書類を運営協議会

における協議が調った場合に，申請者に対し交付するものとする。

また，運営協議会での議決にあたって，意見を異にする構成員が存した場

合には，当該合意を証する書面において，賛成及び反対意見の数を記載すると

ともに，反対意見ごとに反対する理由を併せて記載し，申請者に交付するもの

とする。

（２）運営協議会において合意を必要とする事項

運営協議会においては，以下に掲げる事項について関係者間で協議が調う

ことを要するものとする。

① 道路運送法第７９条の４第１項第５号に規定する，当該地域の輸送状況

等から，ＮＰＯ法人等を運送主体とする福祉有償運送が必要であること。 

② 道路運送法第７９条の６第１項に規定する有効期間の更新の登録を行

う場合であって，引き続き，当該地域においてＮＰＯ法人等を運送主体と

する福祉有償運送が必要であること。

③ 道路運送法第７９条の７に規定する変更登録を行う場合であって，運送

の区域を拡大すること，又は運送の種別を変更する場合には，その必要性

があること。

④ 道路運送法第７９条の８に規定する旅客から収受する対価の額（変更し

ようとする場合も同様とする。）
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１０

（３）運営協議会の合意を解除する場合

道路運送法第７９条の１２に規定する合意の解除については，合意を解除

しようとするに至った事実及び理由を示して協議を行うものとする。この場合

において，当該福祉有償運送者に業務改善又は弁明の機会を付与するものとす

る。

10．登録実施後における主宰者の役割 
福岡市は，福祉有償運送に係る相談，違反時の通報連絡体制，事故時の対応，

利用者等からの苦情その他に対応するため，連絡窓口を整備するものとする。

（福祉有償運送に係るご相談又は通報窓口）

福岡市福祉局高齢社会部高齢社会政策課

連絡先：TEL 092-711-4595 

FAX 092-733-5587

福岡市は，利用者等からの苦情及び通報，事故の連絡その他の連絡を受けた

場合には，これらに係る福祉有償運送者の適切な運営を確保するため，運営協

議会の構成員に当該事実を通知するとともに，運営協議会において対応を協議

し必要な指導を行うことができるものとする。

運営協議会において必要な指導を行ったにもかかわらず当該福祉有償運送者

がこれに従わない場合，運営協議会において協議が調った事項に相違して運送

を行っているとの通報があった場合，利用者からの苦情等のうち悪質と思われ

るものや死亡事故等の重大事故の発生等の連絡を受けた場合には，福岡市は福

岡運輸支局に連絡を行う等，運営協議会において対応を協議するものとする。

また，福岡運輸支局長から，運営協議会で協議した福祉有償運送者に係る業

務の停止又は登録の抹消等，行政処分に係る通知を受理した場合にあっては，

当該事実を運営協議会の構成員に周知するとともに必要に応じ運営協議会を開

催し対応を協議する等適切な対応を実施するものとする。

令和５年度第１回 

福岡市福祉有償運送 

運営協議会 
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福福祉祉有有償償運運送送ガガイイドドブブッックク





は じ め に 

 身体障害者や要介護者など、一人では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に

対して、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを提供する福祉輸送については、基本的には、

タクシー等の公共交通機関がその担い手となりますが、タクシー等によっては十分な輸送サ

ービスが提供されない場合もあり、公共の福祉を確保する観点から、従来、旧道路運送法第

８０条の規定に基づき、一定の要件を満たした場合については、ＮＰＯ等に対して自家用自

動車による有償運送の例外許可を行い、福祉輸送サービスの確保を図ってまいりました。 

 近年、過疎化の進行や少子高齢化の進展により、地域や都市の構造も大きく変化しつつあ

る中で、移動制約者の福祉輸送サービスに対するニーズも急増し、また多様化してきていま

す。 

このような中、ＮＰＯ等による福祉有償運送については、タクシー等による輸送サービス

を補完するものとして、移動制約者の輸送の確保のために、今後、さらに重要性が高まって

いくものと考えられています。 

 こうした状況を踏まえ、ＮＰＯ等による福祉有償運送がより一層安全・安心な輸送サービ

スとして提供されるよう、平成１８年１０月に施行された改正道路運送法により、新たに登

録制度として法律上の位置づけが明確化されました。 

 本書は、改正道路運送法における福祉有償運送制度の内容や考え方などについて、現在、

輸送サービスを行っている方や輸送サービスを検討されている方、地方公共団体の担当者、

利用者など、本制度の関係者の方々に広く理解いただけるよう、現行の関係通達を分かりや

すくとりまとめたものです。 

 本書が広く活用され、福祉有償運送制度に対する理解が社会に浸透し、福祉有償運送がよ

り一層安全・安心な輸送サービスとして普及・促進されていく一助になれば幸いです。 

平成２０年３月 

国土交通省自動車交通局旅客課 
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Ⅰ．自家用有償旅客運送について 
 

１．概 要 

自動車を使用して有償で他人を運送する場合には、輸送の安全や旅客の利便を確保す

る観点から、原則として、バス、タクシー事業の許可が必要とされています。 

しかしながら、バス、タクシー事業によっては十分な輸送サービスが提供されず、地

域の交通や移動制約者の輸送が確保されていない場合においては、公共の福祉を確保す

る観点から、市町村バスやＮＰＯ法人等によるボランティア有償運送を認める、自家用

有償旅客運送の登録制度が創設されました。 

 

２．種 別 

自家用有償旅客運送の種別は、次のとおりです。 

 

（１）市町村運営有償運送 

① 交通空白輸送 市町村内の過疎地域等の交通空白地帯において、市町村自らが

当該市町村内の住民の運送を行うもの 

② 市町村福祉輸送 当該市町村の住民のうち、身体障害者、要介護者等であって、

市町村に会員登録を行った者に対して、市町村自らが原則として

ドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの 

（２）福祉有償運送   

 

ＮＰＯ法人等が要介護者や身体障害者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認

められない範囲の対価によって、乗車定員１１人未満の自動車を使用して、原則として

ドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの 

（３）過疎地有償運送   

 
ＮＰＯ法人等が過疎地域等において、当該地域の住民やその親族等の会員に対して、実

費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって運送を行うもの 

 

３．登録制度の概要 

 

（１）登録制度の創設 

   市町村バスやＮＰＯ等によるボランティア有償運送については、バス、タクシー事

業者によっては十分な輸送サービスが提供されない場合に、地域の足や移動制約者の

輸送を確保する重要性にかんがみ、公共の福祉を確保する観点から、従来、自家用自

動車による有償運送の例外許可を行ってきました。 

   近年、過疎化の進行や少子高齢化の進展により、生活交通の確保が大きな課題とな

り、また、ＳＴＳ（スペシャル・トランスポート・サービス）の需要が急増する中で、

今後、こうした輸送サービスは、バス、タクシー事業者によるサービスを補完するも

のとしてさらに重要になるものと考えられます。 

   このため、こうした輸送サービスがより一層安全・安心なものとして利用者に提供

されるよう、法律上の位置付けを明確化し、平成１８年に新たに登録制度が創設され

ました。 
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（２）登録の要件 

   登録の要件としては、バス、タクシー事業者によることが困難であり、地域住民の

生活に必要な輸送を確保するため必要であることについて、地方公共団体、バス、タ

クシー事業者又はその組織する団体、住民等地域の関係者が合意していること、輸送

の安全や旅客の利便の確保のために必要な措置を講ずると認められること等とされて

います。 

 

（３）登録の有効期間、登録の更新 

   市町村バスやＮＰＯ等によるボランティア有償運送は、他人を有償で運送するもの

である以上、輸送の安全や旅客の利便の確保に必要な措置が適切・継続的に講じられ

ていることやバス、タクシー事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要

な輸送を確保するため必要な場合に認められるものであることから、登録後の状況の

変化等を踏まえ、その必要性についても定期的にチェックする必要があります。 

   このため、登録の有効期間を原則２年とし、有効期間満了後も引き続きこうした運

送を行おうとする場合は、有効期間の更新の登録を受けなければならないこととされ

ています。 

 

（４）輸送の安全及び旅客の利便の確保 

 

① 市町村バスやＮＰＯ等によるボランティア有償運送は、他人を有償で運送するもの

である以上、輸送の安全や旅客の利便を確保することが必要不可欠であり、このため

に最低限必要なものとして、次の措置などを求めています。 

 

② また、輸送の安全や旅客の利便が確保されていないと認められる場合には、次の 

措置などを講ずるよう是正のための命令を行えることとされています。 

 

③ さらに、道路運送法等に違反した場合には、業務の全部又は一部の停止命令や登 

録の取消しを行えることとされています。

・ 運転者の乗務の管理その他の運行の管理を行うこと 

・ 実費の範囲内であること等の基準に従い、旅客から収受する対価を定め、これを公衆に

見やすいように掲示し、又はあらかじめ旅客に対し説明すること 

・ 自動車への表示その他の適切な情報の提供を行うこと 

・ 運行管理の方法を改善すること 

・ 路線又は運送の区域を変更すること 

・ 対価を変更すること 

・ 保険（共済）契約を締結すること 
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＜ 運 営 協 議 会 ＞ 

（市町村運営有償運送にあっては地域公共交通会議） 
 

地方公共団体（主宰者）、地方運輸局（又は支局）、利用者、地域
住民、輸送に関係する地域のボランティア団体、バス・タクシー等
関係公共交通機関（事業者団体を含む）等で構成 

 
関係者間で、自家用有償旅客運送の必要

性、対価等について合意 

地方公共団体に

よる実態把握と

フォローアップ 

（指導・助言） 

○運輸局・支局等による事後チェック 

事故の再発防止・利用者保護の確保 

事事故故等等をを運運輸輸局局等等
へへ報報告告  

運運輸輸局局等等のの監監査査  
行行政政処処分分等等  

登

録

の

更

新

 

《運送の対象》 

○ 過疎地・福祉有償運送の場合は、会員登録をしてい 

る者が対象 

《遵守事項等》 

○ 安全の確保・利用者利便の確保 
 ・ 運転者：基本は二種免許だが、認定講習を修了している 

場合等は、一種免許でも可 

 ・ 運行管理体制、整備管理体制、事故処理体制の整備 

 ・ 苦情処理体制の整備 

 ・ 損害賠償措置 等 
 
○ 運送の対価の説明 
 ・ 対価について掲示又は事前に説明（問題がある場合は変 

更命令） 
 
○ 白タク防止措置 
 ・ 団体名、自家用有償旅客運送である旨等を車体に表示 
 ・ 運転者証等の車内掲示 
 ・ 登録証の写しの携行・表示 

 

自 家 用 自 動 車 に よ る 有 償 運 送 が 可 能 に 

結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

運輸支局等に申請 

登 録 

自 家 用 有 償 旅 客 運 送 の 概 要 
（改正道路運送法〔平成１８年１０月１日施行〕） 
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 【法第７８条第１号】 

 災害のため緊急を要する場合  

 
  【自家用有償運送】 
 

・市町村バス 

 

・金沢方式 

 (市町村による福祉輸送) 

 

・福祉有償運送 

 

・過疎地有償運送 

 

 

 

・スクールバス 

 (学校教育法等に限る) 

 

・訪問介護員等による 

 有償運送 

 
    【法第７８条第２号】 

  ・市町村運営有償運送 
交通空白輸送 

市町村福祉輸送 

  ・福祉有償運送 

 

  ・過疎地有償運送 

 
  【法第７８条第３号】 
 ・スクールバス 

  (学校教育法等に限る) 

 

 ・訪問介護員等による 

  有償運送 

 

旧旧８８００条条許許可可  改改正正法法にによよるる登登録録制制度度  

改改正正法法にによよるる許許可可制制度度  

改正道路運送法による自家用有償運送に係る 

取扱いについて 

災害のため緊急を要する場合 

旧旧８８００条条にによよるる有有償償運運送送  改改正正法法にによよるる有有償償運運送送  
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Ⅱ．福祉有償運送について 
 

１．概 要 

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対

する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、ＮＰＯ、公益法人、社会

福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車

定員１１人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸

送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等（兵庫県にあって

は神戸運輸監理部長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下「運輸支局長等」と

いう）の行う登録を受ける必要があります。 

 

２．登録の種類等 

登録の種類及び登録後に必要となる届出・報告には、次のものがあります。 

また、運輸支局長等の行う登録の標準処理期間は１か月となっています。 

なお、新規登録又は変更登録を受けたときは、登録免許税を納める必要があります。 

 

 【登録の種類】 

種 類 内    容 標準処理期間 登録免許税額 

登録（新規） 福祉有償運送を新たに行う場合 15,000 円

更 新 登 録 
登録の有効期間の満了後、引き続き福

祉有償運送を行う場合 
－ 

変 更 登 録 
運送の区域を増加させる場合又は過疎

地有償運送を追加する場合 

１か月 

3,000 円

 

 《留意事項》 

○ 運送の区域を合併後の市町村の範囲に拡大させる変更登録の場合には、登録免許税

は課税されません。 

 

 

【登録後の届出・報告】 

種 類 内    容 届出等の期限 

登録事項を変更した場合 

（変更登録を受ける必要がある場合を除く）
変更した日から３０日以内

届 出 

福祉有償運送の業務を廃止した場合 廃止した日から３０日以内

（輸送実績の報告） 

前年の４月１日から３月３１日までの期間

に係る福祉有償運送の輸送実績 

毎年、５月３１日まで 

報 告 

（事故の報告） 

死者又は重傷者を生じた自動車事故があっ

た場合など 

発生した日から３０日以内 

又は速報 
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３．登 録 

福祉有償運送を行おうとする場合は、運輸支局長等の行う登録を受けなければなりま

せん。 

また、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉

有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていること

が必要です。 

 

（１）登録の申請 

登録の申請は、運送の区域の市町村を管轄する運輸支局等（兵庫県にあっては神戸

運輸監理部、沖縄県にあっては陸運事務所を含む。以下「運輸支局等」という）に行

います。 

   

 《留意事項》 

複数の市町村を運送の区域とする場合の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する

運輸支局等になります。 

 

① 登録の申請 

登録の申請は、次の事項を記載した申請書に添付書類を添えて、運輸支局等に行い

ます。 

 

 【申請書の内容・様式】 

内   容 様 式 

イ．申請者の名称及び住所、代表者の氏名 

ロ．自家用有償旅客運送の種別 

ハ．運送の区域 

ニ．事務所の名称及び位置 

ホ．事務所ごとに配置する自動車の種類ごとの数 

ヘ．運送しようとする旅客の範囲 

様式第 

１－１号

 

② 添付書類 

申請書の添付書類は、次のとおりです。 

  

【添付書類・様式】 

添付書類 具体的な書類 様 式 

イ．定款等の書類 
法人等の定款又は寄附行為、登記事項証明書、役
員名簿 － 

ロ．いわゆる欠格事由に該当し
ない旨を証する書類 

宣誓書 様式第２号

ハ．運営協議会において協議が
調っていることを証する書
類 

運営協議会が申請者に交付した運営協議会にお
いて協議が調っていることを証する書類 

様式第３号

ニ．自動車についての使用権原
を証する書類 

自動車検査証の写し、自動車の使用者との間で締
結された契約書の写し又は使用承諾書等 － 

ホ．自動車の運転者が必要な要
件を備えていることを証す
る書類 

運転者就任承諾書、運転免許証の写し、国土交通
大臣が認定する福祉有償運送運転者講習の修了
証の写し又は国土交通大臣が認める要件を備え
ていることを証する書類の写し 

様式第４号
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ヘ．福祉自動車以外の自動車を
使用して行う場合の運転者
その他の乗務員が必要な要
件を備えていることを証す
る書類

介護福祉士の登録証の写し、国土交通大臣が認定
するセダン等運転者講習の修了証の写し又は国
土交通大臣が認める要件を備えていることを証
する書類の写し 

－ 

ト．運行管理の責任者及び運行
管理の体制を記載した書類

運行管理の責任者の就任承諾書、運行管理の体制 
等を記載した書類 
５両以上の事務所の場合は、運行管理の責任者が 
運行管理者、運行管理者試験の受験資格を有する 
者、安全運転管理者の資格要件を備える者のいず
れかであることを証する書類 

様式第５号

様式第６号

チ．整備管理の責任者及び整備
管理の体制を記載した書類

リ．事故が発生した場合の対応
に係る責任者及び連絡体制を
記載した書類

自動車の整備管理の体制等を記載した書類 様式第６号

ヌ．旅客その他の者の生命、身
体又は財産の損害を賠償す
るための措置を講じている
ことを証する書類

対人 8,000 万円以上、対物 200 万円以上の任意保
険等に加入又は加入する計画があることを証する
書類（契約申込書の写し、見積書の写し又は宣誓
書） 

様式第９号

ル．運送しようとする旅客の名
簿

旅客の氏名、住所、運送を必要とする理由、その
他必要な事項 

参考様式第

イ又はロ号

《留意事項》 

○ ロ．の「宣誓書」は、法人の代表者が他の役員を含めて宣誓することができます。

○ ニ．「自動車の使用者との間で締結された契約書の写し又は使用承諾書等」は、自

動車検査証の使用者が運送者と異なる場合に必要となります。

（２）運送の実施主体

福祉有償運送を行うことができるのは、ＮＰＯ法人のほか、公益法人、農業協同組

合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。 

《留意事項》 

福祉有償運送は、採算性などの面からバス、タクシー事業者が参入しないような場合

に行われるものであり、また、輸送の安全や旅客の利便を確保するためには、運行管理

の体制や事故後の処理体制の整備などある程度組織的な基盤が必要と考えられるため、

運送主体は、ＮＰＯ法人等に限られています。 

（３）運送の区域

運送の区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又

は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。 

《留意事項》 

運営協議会が複数市町村の合同で主宰される場合又は都道府県によって主宰される場

合の運送の区域は、運営協議会の地域の全域ではなく、旅客の居住地及び目的地等から

見て合理的であり、かつ、運行管理が適切かつ確実に行われると認められる範囲となり

ます。 

（４）使用できる自動車の種類

福祉有償運送で使用できる自動車の種類は、乗車定員１１人未満のもので、次のと

おりです。 
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種   類 形   状   等 

寝 台 車 車内に寝台（ストレッチャー）を固定する設備を有する自動車 

車 い す 車 車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なス

ロープ又はリフト付きの自動車 

兼 用 車 ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車 

福
祉

自

動

車 回転シート車 回転シート（リフトアップシートを含む）を備える自動車 

セ ダ ン 等 自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車 

 

 《留意事項》 

旅客の移動制約等の状況に応じた福祉自動車を保有する必要がありますが、透析患者、

精神障害者又は知的障害者のみを運送する等の場合は必要ありません。 

 

（５）旅客の範囲 

運送しようとする旅客の範囲は、次の者のうち、他人の介助によらずに移動するこ

とが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用すること

が困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に記載されている者及びその付添

人となります。 

 

① 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者 

② 介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者 

③ 介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者 

④ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害（発達障害、学

習障害を含む）を有する者 

 

 《留意事項》 

○ 旅客の名簿に記載されている者については、申請時に会員である必要はありません

が、運送する際には会員になっている必要があります。 

○ ③、④の者を運送の対象とする場合には、運営協議会において運送の対象とするこ

とが適当であることについて確認されることが必要です。 

○ 透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎など、運送の態

様に基づいて運営協議会で必要性が認められた場合には、１回の運行で複数の旅客を

運送（複数乗車）することができます。 

 

（６）登録の実施 

   登録の有効期間は、登録の日から２年です。 

 

① 登録事項 

登録される事項は、次のとおりです。 

イ．名称及び住所、代表者の氏名 

ロ．自家用有償旅客運送の種別 

ハ．運送の区域 

ニ．事務所の名称及び位置 

ホ．自動車の種別ごとの数 

ヘ．旅客の範囲 

ト．登録年月日及び登録番号 
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② 登録番号の付与 

登録された場合は、自家用有償旅客運送者（以下「運送者」という）ごとに登録番

号の付与が行われます。  

登録番号は、登録の抹消が行われるまでの間、変更登録が行われ他の運輸支局等の

管轄に属することとなった場合でも、同一の番号により管理されます。 

 
 
【例】  
 関 東 福 第 ○○○○ 号 

                一連番号 

     有償運送の種別 福：福祉有償運送 

登録を行った運輸支局の頭１文字（例：東京運輸支局） 

 登録を行った運輸支局を管轄する運輸局の頭１文字（例：関東運輸局） 
      
注１．神戸運輸監理部兵庫陸運部の管轄にあるものは、頭２文字は「神兵」と表示されます。 

 ２．沖縄総合事務局にあっては、「沖」１文字の表示になり、陸運事務所の表示は行われません。

 

③ 登録の通知 

登録された場合は、運輸支局長等から運送者に対して登録の通知が行われます。登

録の通知は、通常、登録証（様式第７号）の交付によって行われます。 

 

④ 登録簿 

登録された場合は、登録簿を簿冊に調製し運輸支局等で縦覧に供されます。 

ただし、登録簿が電磁的記録で作成されているときには、記録された情報を端末表

示するなどの方法により提供されることがあります。 

 

⑤ 登録時の条件 

登録時には次のような条件が付されることがあります。 

 

イ．申請時において要件を備えていない運転者がいる場合には、要件が具備されるまで

運転者に運転させないこと 

ロ．複数乗車を行う場合において、旅客の輸送の安全の確保のため添乗者が必要と認め

られる場合には、適切な者を乗務させること 

 

《留意事項》 

登録時の条件は、地域の実情、申請内容などにより異なる場合があります。 

 

 

（７）登録の拒否 

登録の申請において、次の①～③のいずれかに該当する場合には、登録を拒否され

ます。 

この場合、登録拒否理由通知書（様式第８号）により通知されるとともに、運営協

議会を主宰した市町村等に対しても通知されます。 
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【登録の拒否要件】 

① 申請者又は申請する法人の役員が、次のいずれかに該当する者である場合 

 イ．１年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から２年を経過していないとき 

 ロ．登録の取消しを受け、取消しの日から２年を経過していないとき 

 ハ．自家用有償旅客運送の業務に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

又は成年被後見人である場合、その法定代理人がイ．又はロ．のいずれかに該当す

るとき 

② 運営協議会において、福祉有償運送が必要であることについて合意がないとき 

③ 申請する法人が、次のいずれかに該当する場合 

 イ．旅客の移動制約等の状況に対応するために必要な福祉自動車の保有がなされてい

ない場合（使用権原が申請者にない場合を含む） 

 ロ．要件を備える運転者の確保がなされていない場合及びセダン型等の車両を使用す

る場合にあっては、要件を備える運転者その他の乗務員が確保されていないと認め

られる場合 

 ハ．運行管理の責任者の選任及び運行管理体制の整備がなされていないと認められる

場合 

 ニ．整備管理の責任者の選任及び整備管理体制の整備がなされていないと認められる

場合 

 ホ．事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任及び連絡体制の整備がなされてい

ないと認められる場合 

 ヘ．旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が講じられて

いないと認められる場合 

 

 

４．輸送の安全及び旅客の利便の確保 

運送者は、輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な次の措置を講じなければ

なりません。 

 

（１）運転者の要件 

運送者は、自動車の種類に応じて、次の要件のいずれかを備える者でなければ、運

転をさせてはなりません。 

   

自動車の種類 運転者の要件 

イ． 第二種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者

ロ． 第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去２年以内

において停止されていない者であって、次の要件のいずれかを備

える者 

 ⅰ．国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了して

いること 

① 福祉自動

車 

 ⅱ．（社）全国乗用自動車連合会、（財）全国福祉輸送サービス協

会及び（社）シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従

事者研修を修了していること 
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福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、次の要件のいずれか

を備える者（又はいずれかの要件を備える者の乗務） 

イ．介護福祉士 

ロ．国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること

ハ．①ロ．ⅱ．の研修を修了していること 

② セダン型 

ニ．訪問介護員など 

   ＊ 国土交通大臣が認定した講習実施団体は、国土交通省ＨＰに掲載されています。 
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/zissikikan.pdf 

 

 《留意事項》 

○ 運転者の要件 

第一種運転免許保有者であって、「その効力が過去２年以内において停止されてい

ない者」の要件は、地域の実情に応じて、運営協議会において、２年以上に定めるこ

とができることとされています。 

○ 適性診断を受診しなければならない場合 

運送者は、登録後に、死者又は重傷者を生じた事故を惹起した運転者や運転免許停

止以上の処分を受けることとなった運転者について、独立行政法人自動車事故対策機

構等が実施する適性診断を受診させ、運転免許の停止が解除された後でなければ運転

を再開させてはなりません。 

○ 運転者の増、減員を行う場合には、運輸支局等への届出は必要ありません。しかし、

運転者の要件の確認など、運転者の管理をその都度適切に行う必要があります。 

 

（２）運行管理 

 

 ① 運行管理の責任者の選任等 

運送者は、運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければな

りません。 

また、５両以上の自動車を運行管理する事務所にあっては、事務所毎に、次の要件

を備える運行管理の責任者を、自動車の数に応じて選任する必要があります。 

   

運行管理の責任者の要件 選任する人数 

国家資格たる運行管理者 39 両まで１人、以降 40 両毎に１人 

運行管理者試験の受験資格を有する者 

安全運転管理者の要件を備える者 
19 両まで１人、以降 20 両毎に１人 

 

《留意事項》 

○ 運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、あらかじめ運行管理を代行する

者を定めておき、適切に運行管理を行うことが必要です。 

○ 運行管理の責任者を追加、変更する場合は、必ず運送者による選任が必要となりま

すが、運輸支局等への届出は必要ありません。 

○ 運行管理者に係る要件以外で運行管理の責任者を選任する場合、安全運転管理者は、

５両以上の自動車の使用の本拠ごとに１名選任することとされているため、２０両以

上の自動車を運行管理する事務所の場合、安全運転管理者以外は、安全運転管理者の

要件を備える者又は運行管理者試験の受験資格を有する者で選任する必要がありま

す。 
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② 運行管理の責任者の業務 

   運行管理の責任者は、次の業務を行わなければなりません。 

 

イ．運転者の要件を備えない者に自動車を運転させないこと 

ロ．死者又は重傷者を生じた事故等を惹起した運転者や運転免許停止以上の処分を受け

ることとなった運転者に適性診断を受けさせること 

ハ．セダン型の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合は、一定の要件を備える乗務

員の乗車なしに運転者の要件を備えない者に運転させないこと  

ニ．運転者に対する疾病、疲労、飲酒等の確認、運行の安全を確保するために必要な指

示の実施、その内容の記録、記録の１年間の保存 

ホ．運転者に対し乗務記録を作成させ、その記録を１年間保存すること 

ヘ．運転者台帳の作成及び事務所への据え置き 

ト．事故の記録を作成し、その記録を２年間保存すること 

チ．その他福祉有償運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務 

 

 

（３）安全な運転のための確認等及び乗務記録 

   

① 安全な運転のための確認等     

   運送者は、運転者に対して、疾病、疲労、飲酒等の確認、必要な指示を与え、運転

者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、その記録（参考様式第ハ号）を１

年間保存しなければなりません。 

      

《留意事項》 

運転者に対する確認、指示は対面により行うよう努めることが必要です。 

 対面での確認が困難な場合は、電話により必要な確認・指示を確実に実施できる体制

を整備して実施することが必要です。  

 

② 乗務記録 

運送者は、運転者ごとに、次の事項を記録（参考様式第ニ号）させ、その記録を１

年間保存しなければなりません。 

 

イ．運転者の氏名 

ロ．乗務した自動車の登録番号 

ハ．乗務の開始及び終了の地点、日時、主な経過地点、乗務した距離 

ニ．事故又は異常な状態が発生した場合には、その概要、原因 

 

 

（４）運転者台帳及び運転者証 

 

① 運転者台帳 

運送者は、運転者ごとに、次の事項を記載した運転者台帳（参考様式第ホ号）を作

成し、事務所に備えて置かなければなりません。 
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イ．作成番号、作成年月日 

ロ．運送者の名称 

ハ．運転者の氏名、生年月日及び住所 

ニ．運転免許に関する次の事項 

 ⅰ．運転免許証の番号及び有効期間 

 ⅱ．運転免許の年月日及び種類 

 ⅲ．運転免許の条件 

ホ．運転者の要件に係る事項 

ヘ．事故を起こした場合又は道路交通法に基づく使用者に対する通知を受けた場合は、

その概要 

ト．運転者の健康状態 

 
《留意事項》 

運転者でなくなった場合には、運転者台帳にその年月日及び理由を記載し、２年間保

存しなければなりません。  

 

② 運転者証 

運送者は、次の事項を記載し運転者の写真を貼り付けた運転者証（参考様式第ヘ号）

を作成し、旅客に見やすいように表示し、又は自動車内に掲示しなければなりません。 

  

イ．作成番号、作成年月日 

ロ．運送者の名称 

ハ．運転者の氏名 

ニ．運転免許証の有効期限 

ホ．運転者の要件に係る事項 

 

《留意事項》 

運転者証は、車内のダッシュボード付近に掲示するか、必要事項を記載した身分証明

書（ＩＤカードを含む）を旅客に見やすいよう適切な方法により運転者に携行させるこ

とが必要です。 

 

（５）整備管理 

運送者は、自動車の点検及び整備を適切に実施するため、整備管理の責任者の選任

その他整備管理の体制の整備を行わなければなりません。 

     

  【自動車の点検の種類及び点検の時期】 

種   類 点 検 の 時 期 

日 常 点 検 １日１回、運行の開始前 

定 期 点 検 乗用車（３ナンバー・５ナンバー・７ナンバー）     １２か月ごと

「車いす移動車」など特種用途車（８ナンバー）    ６か月ごと

軽乗用車（５ナンバー）                          １２か月ごと

「車いす移動車」など軽特種用途車（８ナンバー）１２か月ごと
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《留意事項》 

整備管理の責任者については、特段の資格要件を求めていませんが、整備管理に関す

る知識を有していることが望まれます。 

 

（６）事故の場合の処置 

運送者は、事故が発生した場合に適切に対応するため、責任者の選任その他連絡体

制の整備を行わなければなりません。 

また、事故が発生した場合は、次の事項を記録（参考様式第ト号）し、その記録を

事務所に２年間保存しなければなりません。 

  

① 運転者の氏名 

② 自動車登録番号その他の自動車を識別できる表示 

③ 事故の発生日時 

④ 事故の発生場所 

⑤ 事故の当事者（運転者を除く）の氏名 

⑥ 事故の概要（損害の程度を含む） 

⑦ 事故の原因 

⑧ 再発防止対策 

 

（７）損害賠償措置 

運送者は、自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害

を賠償するため、次の基準に適合する任意保険（共済を含む）の契約を締結している

ことが必要です。 

 

  【損害を賠償するための基準】 

① 対人賠償の限度額が１人につき、８，０００万円以上のもの 

② 対物賠償の限度額が１事故につき、２００万円以上のもの 

③ 運送者の法令違反が原因の事故について、補償が免責となっていないこと 

④ 保険期間中の保険金支払額に一定割合の負担額その他の制限がないこと 

⑤ すべての福祉有償運送自動車について契約を締結すること 

 

《留意事項》 

登録後に、基準で定める保険金限度額を減じるなどの変更契約や正当な理由のない解

約をしてはなりません。 

 

（８）自動車に関する表示等 
   
① 自動車に関する表示 

運送者は、自動車の両側面に、次の事項を記載した標章を表示しなければなりま

せん。 

 

イ．運送者の名称 

ロ．「有償運送車両」の文字 

ハ．登録番号 

文字は、ステッカー、マグネットシート又はペンキ

等による横書です。文字の大きさは、一文字の大きさ

が一辺５センチメートル以上です。 
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《留意事項》 

運送者の名称は、登録を受けた法人名を表示しなければなりません。 

 

② 登録証の携行  

運送者は、登録証の写しを自動車に備えて置かなければなりません。 

 

（９）旅客の名簿     

運送者は、旅客について、次の事項を記載した名簿（参考様式第イ号又は第ロ号）

を作成し、これを事務所に備え置かなければなりません。 

なお、旅客の名簿は、個人情報の保護の観点から適切に管理することが必要です。 

 

① 氏名 

② 住所 

③ 運送を必要とする理由 

④ その他必要な事項 

 

（10）苦情処理体制 

運送者は、苦情処理の体制（様式第６号）を整備し、旅客に対する取扱いその他福

祉有償運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければなりませ

ん。 

また、苦情の申し出を受け付けた場合には、次の事項を記録（参考様式第チ号）し、

かつ、その記録を１年間保存しなければなりません。 

 

① 苦情の内容 

② 原因究明の結果 

③ 苦情に対する弁明の内容 

④ 改善措置 

⑤ 苦情処理を担当した者 

 
 
５．有効期間の更新の登録 

運送者は、登録の有効期間満了後、引き続き福祉有償運送を行おうとする場合には、

運輸支局長等の行う有効期間の更新登録を受けなければなりません。 

また、この場合にも、運営協議会で福祉有償運送の必要性等について合意されること

が必要です。 

 

（１）更新登録の有効期間 

更新登録の有効期間は、有効期間の満了日の翌日から２年となります。 

ただし、次のいずれにも該当するときは、３年となります。 

 

① 福祉有償運送の業務について、是正のための命令を受けていないこと 

② 福祉有償運送自動車が重大事故等を引き起こしていないこと 

③ 業務の全部又は一部の停止命令を受けていないこと 
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（２）更新登録の申請 

 

① 更新登録の申請 

更新登録の申請は、次の事項を記載した申請書に添付書類を添えて、登録の申請と

同様に、運輸支局等に行います。 

この場合、有効期間の満了する日の２か月前から申請の受付が行われます。 

 

【申請書の内容・様式】 

内    容 様 式 

イ．名称及び住所並びに代表者名 

ロ．登録番号 

ハ．自家用有償旅客運送の種別 

ニ．運送の区域 

ホ．事務所の名称及び位置 

ヘ．事務所ごとに配置する自動車の種類ごとの数 

ト．運送しようとする旅客の範囲 

様式第 

１－２号 

 

② 添付書類 

更新登録の申請書の添付書類は、登録の申請の際の添付書類（６頁参照）及び登録

証となります。 

 

《留意事項》 

○ 複数の運送の区域を有する運送者が更新登録を行う場合には、それぞれの運送の区

域における運営協議会の合意が必要です。 

○ 運営協議会で有効期間の更新についての協議を行っているにもかかわらず、有効期

間の満了する日までに協議が調わない場合には、運送者は協議が調っていることを証

する書類を添付せずに更新登録の申請を行うことができます。この場合、協議が調っ

ていることを証する書類の提出がなされるまでの間、更新登録の可否についての判断

が留保されます。 

○ 有効期間が満了した後の更新登録の申請は、災害等によりやむを得ない場合を除き、

行うことができません。 

 

（３）更新登録の実施 

更新登録は、新規登録の場合に準じて審査が行われ、登録の拒否に該当する場合を

除き、更新登録が行われます。 

 

《留意事項》 

更新登録にあたっては、行政への報告及び添付書類並びに運営協議会からの報告等に

より業務の実施状況、法令違反、輸送の安全の確保命令その他の行政処分の有無等につ

いて審査されます。 

 
６．変更登録 

運送者は、次の事項について変更する場合は、運輸支局長等の行う変更登録を受けな

ければなりません。この場合、運営協議会において、福祉有償運送の必要性等について

合意されることが必要です。 
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① 運送の区域（増加する場合に限る） 

② 運送の種別（増加する場合に限る） 

 

《留意事項》 

○ 登録後に市町村合併が行われた場合であっても、運送の区域は、合併前の旧市町村

の範囲となります。 

○ 運送の区域を合併後の市町村の範囲に拡大する場合には、合併後の市町村が主宰す

る運営協議会の協議を経て、変更登録を受ける必要があります。 

 

 

（１）変更登録の申請 

 

① 変更登録の申請 

変更登録の申請は、次の事項を記載した申請書に添付書類を添えて、運輸支局等に

行います。 

また、運送の区域の拡大に伴い他の運輸支局等の管轄にも属することとなる場合は、

新たに管轄となる運輸支局等に行います。 

 

【申請書の内容・様式】  

内    容 様 式 

イ．名称及び住所並びに代表者の氏名 

ロ．登録番号 

ハ．自家用有償旅客運送の種別 

ニ．変更しようとする事項及び変更予定期日 

様式第 

１－３号 

 

② 添付書類 

変更登録の申請書の添付書類は、次のとおりです。 

  

 【添付書類・様式】 

内    容 様 式 

イ．登録の申請時に添付した書類のうち、登録事項の変更に伴い内容が変

更されるもの 
－ 

ロ．運営協議会において協議が調っていることを証する書類 様式第３号 

ハ．登録証 様式第７号 

 

 

（２）変更登録の実施 

変更登録は、新規登録に準じて審査が行われ、登録の拒否に該当する場合を除き、

変更登録が行われます。 

 

《留意事項》 

変更登録の場合、登録の有効期間は更新されません。 
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７．軽微な事項の変更 

運送者は、次の事項を変更したときは、３０日以内に運輸支局長等に変更の届出を行

うことが必要です。 

  

① 名称及び住所並びに代表者の氏名 

② 自家用有償旅客運送の種別（減少する場合に限る） 

③ 運送の区域（減少する場合に限る） 

④ 事務所の名称及び位置 

⑤ 事務所ごとに配置する自家用有償運送自動車の種類ごとの数 

⑥ 運送しようとする旅客の範囲 

 

《留意事項》 

○ 身体障害者のみを運送していた運送者が新たに要介護者を運送することとなる場合

など、旅客の範囲が追加や変更となる場合には、届出が必要です。 

○ 運送しようとする旅客の数を変更する場合は、届出の必要はありません。 

○ 同じ種類の自動車を入れ替える場合など、種類ごとの数に変更がない場合は、届出

の必要はありません。 

 

（１）軽微な事項の変更 

 

① 軽微な事項の変更の届出 

軽微な事項の変更の届出は、次の事項を記載した届出書に添付書類を添えて、運輸

支局長等に行います。 

 

【届出書の内容・様式】  

内    容 様 式 

イ．名称及び住所並びに代表者の氏名 

ロ．登録番号 

ハ．自家用有償旅客運送の種別 

ニ．変更した事項 

様式第 

１－４号 

 

② 添付書類 

軽微な事項の変更の届出書の添付書類は、次のとおりです。 

 

 【添付書類・様式】 

内     容 様 式 

イ．登録の申請時に添付した書類のうち、登録事項の変更に伴い内容が

変更されたもの 
－ 

ロ．登録証 様式第７号 

ハ．事務所ごとの配置車両数が５両以上となった場合は、運行管理の体

制を記載した書類及び運行管理の責任者の要件を備えていることを証

する書類 

様式第５号 

様式第６号 

 

（２）軽微な事項の変更登録の実施 

   軽微な事項の変更の届出があった場合は、届出に基づき登録が行われます。 
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８．業務の停止及び登録の取消し 

運送者が、道路運送法や登録に付された条件等に違反したときは、６か月以内の期間

を定めて業務の全部若しくは一部の停止又は登録を取り消されることがあります。 

また、運送者に対して、警告、業務の停止又は登録の取消しが行われた場合は、違反

事実、行政処分等の内容について、運営協議会の主宰者に通知されます。 

（Ⅵ．監査、処分、命令について（２９頁参照）） 

 

９．登録の抹消 

登録の抹消は、次の場合に行われます。 

 

① 登録の有効期間が満了したとき 

② 廃止の届出があったとき 

③ 登録が取消しとなったとき 

 

（１）登録の抹消時の措置 

登録が抹消された場合は、運送者の名称等を公示、インターネットなどにより公表

し、運営協議会の主宰者に通知されます。 

 

（２）登録証の返納 

運送者は、登録が抹消された場合は、登録証を登録簿のある運輸支局長等に返納し

なければなりません。 

また、登録証の返納までの間、登録証を適切に管理しなければなりません。 
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Ⅲ．対価について 
 
１．概 要 

  運送者は、業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、あらかじめ、旅客に対して

書面の提示など適切な方法で説明しなければなりません。これを変更するときも同様です。 

 
２．対価の基準等 
  対価の基準は、①旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内で

あると認められること、②合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であ

ること、③当該地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘案して、営利を目的としない

妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っていることが必要とされて

います。対価の範囲等については、次のとおりです。 

 

（１）対価の範囲 

対価は、運送サービスの提供に対するもの及び運送サービスに伴って行われる役務

の提供や施設の利用料について利用者の負担を求めるもので、その範囲は次のとおり

です。 

 

① 運送の対価 運送サービスの利用に対する対価 

運送サービスと連続して、若しくは一体として提供される役務の利

用又は設備の利用に対する対価であって、次のようなものが考えられ

ます。 

イ．迎車回送料金 旅客の要請により乗車地点まで車両を回送

する場合に適用する料金 

ロ．待機料金 旅客の都合により車両を待機させた場合に

適用する料金 

② 運送の対価 

以外の対価 

ハ．その他の料金 介助料、添乗料、ストレッチャー、車いす使

用料等の設備使用料など 

 

（２）対価の設定方法 
 
① 運送の対価 

運送の対価は、原則として、次の中から選択します。 

ただし、これらのいずれにもより難い場合には、運営協議会の合意に基づき、地域

の実情に応じた運送の対価の設定を行うことができます。 

 
イ．距離制 原則として、旅客の乗車した地点から降車した地点までの走行距離に応

じて対価を設定するもので、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定める

もの 

ロ．時間制 旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでに要し

た時間により運送の対価を定めるもので、初乗りに係る対価と加算に係る

対価を定めるもの 

ハ．定額制 旅客の運送に要した時間及び距離によらず、１回の利用ごとの対価を定

めるもの又はあらかじめ利用者の利用区間ごとの対価を定めるもの 
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② 運送の対価以外の対価 
運送の対価以外の対価を設定する場合には、それぞれの対価の額及びそれを適用す

る場合の基準を明確に定めることが必要です。 

 

 《留意事項》 

 《留意事項》 

会員となったときの入会金、年会費、月会費など、団体の活動の維持・運営に当てられ

る会費等は、原則として、対価に含まれません。 

 

（３）対価の設定の考え方 

対価の設定の考え方は、次のとおりです。 

 
① 対価の水準 

  対価の水準は、次の基準を目安とします。 

 

イ．運送の対価は、タクシーの上限運賃の概ね１／２の範囲内であること 

ロ．運送の対価以外の対価は、実費の範囲内であること 

ハ．均一制など定額制による運送の対価については、近距離利用者の負担が過重となる

など、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないこと 

ニ．距離制又は時間制で定め、車庫を出発した時点からの走行距離を基に対価を算定し

ようとする場合は、当該旅客をタクシーが運送した場合の実車運賃の額に迎車回送料

金を加えた合計額と比較して、概ね１／２の範囲内であること 

ただし、この場合は、迎車回送料金を併せて徴収してはなりません。 

 

 《留意事項》 

○ 登録後の実績に基づき、平均実車キロを算出することができる運送者にあっては、

当該平均実車キロを乗車した場合のタクシーの上限運賃を基準として、イ．ハ．ニ．

の考え方を適用することができます。 

○ 運送の対価を、運送の対価以外の名目で収受することにより、運送の対価をイ．の

水準に抑えるなどの操作は認められません。 
 

② 対価の適用方法 

  対価の適用方法は、次のとおりです。 

 

イ．時間制及び距離制の双方を定めることは差し支えありませんが、それぞれの適用方法

について明確に基準が設けられており、あらかじめ、旅客に対して適用する対価につい

て説明する必要があります。 

ロ．運送の対価は、１個の契約により乗車定員１１人未満の自動車を貸し切って旅客を運

送する場合のもので、ハ．の複数乗車の場合を除き、旅客数に応じた対価を収受するこ

とはできません。 

ハ．複数乗車の対価は、次のいずれかにより定めます。 

 ⅰ. 個々の旅客から収受する対価が明確に定められており、かつ、自動車の乗車定員

を最大限利用した場合の対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合のタクシ

ーの運賃の額と比較して、概ね１／２の範囲内にあると認められる。 

 ⅱ. 平均乗車人員が算出できる場合には、平均乗車人員で運行した場合の対価の総額

が、同一距離又は時間を運行した場合におけるタクシーの運賃の額と比較して、概

ね１／２の範囲内にあると認められる。 
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ニ．運送の対価以外の対価は、旅客が利用した設備又は提供された役務の種類ごとに金額

を明記します。

《留意事項》 

タクシーの運賃の半額等、必要以上に対価が安いことを煽って会員等の募集を行って

はなりません。 
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Ⅳ．運営協議会について 
 
１．目 的 

  運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送

を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。 

    また、運営協議会は、移動制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の向上に寄与する

よう運送者に必要な指導・助言を行うよう努めるものとします。 

 
２．設置及び運営 

運営協議会の設置及び運営については、次のとおりです。 

 

（１）設置単位 運営協議会は、原則として１つの市町村（特別区を含む）を単位と

して設置します。 

ただし、地域の経済的な繋がりや交通ネットワークの状況等により、

複数の市町村又は都道府県単位で設置することも可能です。都道府県

単位で運営協議会を設置するときは、区域をブロックに分割し、分科

会形式などにより開催することが望まれます。 

（２）主宰者 運営協議会は、地方公共団体の長が主宰します。また、複数市町村

が合同で主宰する場合及び都道府県が主宰する場合は、それぞれ担当

の窓口を定めるとともに、重要な事項については協議により決定する

など、緊密な連携と適切な役割分担のもと円滑な運営が確保されるよ

う努めます。 

（３）会 長 運営協議会の会長は、地方公共団体の職員でなく、構成員の中から

互選により選任することもできます。 

また、運営協議会の要綱に定めることによって、副会長等の役員を

置くことや委員の任期を定めることができます。 

（４）公 表 運営協議会を設置した市町村等は、その旨を公表します。 

（５）公 開 運営協議会は原則として公開とします。ただし、議事概要を公開す

ることにより、公開に代えることができます。 

（６）幹事会 運営協議会は、必要と認める場合には、運営協議会の下に幹事会を

置くことができます。 

幹事会は、申請内容の事前審査、運営協議会の円滑な運営のための

方法を審査し、幹事会において審査した事項は、運営協議会に報告し

ます。 

 

３．協議を行うに当たっての具体的指針 
運営協議会においては、次の事項について具体的な協議を行います。 

  また、協議が調った事項を変更しようとする場合も同様です。 
 
（１）福祉有償運送の必要性 

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては、移動制約者に対する十分

な輸送サービスの確保が困難であると認められる場合に、それらを補完するための手

段として、当該地域における必要性が認められるものでなければなりません。 
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《留意事項》 

○ 福祉有償運送の必要性が認められる場合とは、次のものが考えられます。 

 ① タクシー事業者等による福祉輸送サービスが提供されていないか、直ちに提供され

る可能性が低い場合 

 ② タクシー事業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対して供給量が不足し

ていると認められる場合 

○ 必要性について協議・判断するための資料としては、次のものが考えられます。 

 ① 要介護者、身体障害者等の移動制約者の状況 

 ② タクシー、福祉タクシーの台数及び公共交通機関が行う移動制約者の輸送の状況

（今後の予定を含む） 

 ③ 福祉タクシー券の利用状況 

 ④ ＮＰＯ等による移動制約者に対する輸送サービスの活動状況 

 ⑤ その他、必要と認められる資料 

 

（２）運送の区域 

運送の区域は、市町村を単位とし、旅客の乗車場所又は到着場所のいずれかが運送

の区域内にあることが必要です。 

   また、市町村の区域を超えて運送の区域を設定する場合は、移動制約者のニーズに

かなっていることや運行管理が適切かつ確実に行われると認められる範囲であること

が必要になります。 
 
（３）旅客から収受する対価 

   旅客から収受する対価は、適切な実費に基づく営利に至らない範囲で定められてい

ることが必要になります。（Ⅲ．対価について（２０頁参照）） 

 

（４）旅客の範囲 

運送しようとする旅客の範囲は、次の者及びその付添人に限られています。 

 

 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独でタクシー等を利

用することが困難な次の者であって、旅客の名簿に記載されている運送者の会員（予定

者を含む） 

① 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者 

② 介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者 

③ 介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者 

④ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害（発達障害、学

習障害を含む）を有する者 

 

《留意事項》 

○ 福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアによる個別輸送が原則ですが、運営協議会でそ

の必要性が認められた場合には、透析患者の透析のための輸送等について、１回の運

行で複数の会員の運送（複数乗車）を行うことができます。 

○ この場合、旅客から収受する対価が基準を満たしていることについて、運営協議会

で協議しなければなりません。 

○ また、輸送の安全を確保するために必要と認められるときは、添乗者を同乗させるこ

と、福祉自動車を使用する場合にはそれぞれの旅客に応じた車いす固定装置を装備させ

ることなど、輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置を講ずることを求め

ることができます。 
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○ ③及び④の者を運送の対象とする場合には、運営協議会において妥当性等の確認を

行う必要がありますが、その確認については、次の方法などが考えられます。

イ．申請者に具体的な身体状況等の説明を求める。

ロ．身体状況について、運営協議会の事務局が申請者や介護支援専門員等からあらか

じめ意見を聴取した上でその内容を運営協議会に報告する。

ハ．運営協議会の下に判定委員会を設け、判定委員会において運送の対象とすること

の適否を審査する。

（５）その他必要と認められる措置

運営協議会は、必要に応じ、次の事項について、要件が確保されているかどうか等

について、申請者から説明を求め、確認を行うこととします。 

① 福祉有償運送に使用する自動車の種類ごとの数

② 運転者の要件

③ 損害賠償措置

④ 運行管理の体制

⑤ 整備管理の体制

⑥ 事故時の連絡体制

⑦ 苦情処理体制

⑧ その他必要な事項

《留意事項》 

主宰者は、申請者に対し、協議・判断に必要な資料の提出を求めることができます。

４．構成員

  運営協議会は、次の者で構成されます。 

① 市町村又は都道府県（主宰者）

② タクシー事業者及びタクシー協会

③ 住民又は旅客

④ 運輸支局

⑤ タクシー運転者の労働組合

⑥ 現に福祉有償運送を行っているＮＰＯ等

⑦ 学識経験者等（主宰者の判断により参加します）

《留意事項》 

○ 構成員を選任又は変更する場合は、公正・中立な運営が行われるよう、構成員のバ

ランスに留意し、特定の者に偏らないよう配慮することとします。

○ 申請者に対しては、次のいずれかの方法により、運送する旅客の範囲、対価、運送

の頻度等の有償運送の活動内容等について確認することとします。

① 主宰者が事前に意見の聴取を行う。

② 運営協議会に申請者を参加させ意見を述べさせる。

○ 申請者は、自らの申請に係る運送の可否の議決に加わることはできません。
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５．合 意

（１）合意の方法

運営協議会で協議が調った場合に、運営協議会の合意があったものとみなされます。 

運営協議会の協議にあたっては、公正・中立な運営を確保するため、構成員のバラ

ンスに配慮して委員の選任を行うとともに、関係者間のコンセンサスの形成をめざし

て、十分に議論を尽くして行うことが必要です。

《留意事項》 

 議決の方法については、全会一致、多数決、出席者の２／３以上の賛成などが考えら

れますが、あらかじめ運営協議会の設置要綱に定めておく必要があります。 

（２）合意を必要とする事項

運営協議会における合意を必要とする事項は、次のとおりです。

① 福祉有償運送が必要であること

② 更新登録を行う場合には、引き続き、福祉有償運送が必要であること

③ 変更登録を行う場合には、その必要性があること

④ 旅客から収受する対価（変更しようとする場合も同様）

《留意事項》 

協議が調った場合には、運営協議会は「運営協議会において協議が調ったことを証す

る書類」を申請者に交付します。 

（３）合意を解除する場合

合意の解除については、解除しようとするに至った事実及び理由を示して協議を行

うものとします。この場合、運送者に業務改善又は弁明の機会を付与するなど、可能

な限り手続き上の透明性に配慮するものとします。 

６．登録実施後の主宰者の役割

登録実施後の主宰者の役割は、次のとおりです。 

(１)連絡窓口

の整備

福祉有償運送に係る相談、違反時の通報連絡体制、事故時の対応、そ

の他利用者等からの苦情等に対応するため、連絡窓口を整備すること。

(２)苦情等の

周知・指導

利用者等からの苦情及び通報、事故、その他の連絡を受けた場合には、

運送者の適切な運営を確保するため、運営協議会の構成員に当該事実を

通知するとともに、運営協議会において対応を協議し必要な指導を行う

ことができます。 

(３)運輸支局

等との連携

運営協議会において必要な指導を行ったにもかかわらず運送者がこ

れに従わない場合、運営協議会において協議が調った事項に相違して運

送を行っているとの通報があった場合、利用者からの苦情等のうち悪質

と思われるものや死亡事故等の重大事故の発生等の連絡を受けた場合

には、運輸支局等に連絡を行う等、相互に緊密な連携を図り対応を協議

すること。 

(４)不利益処

分の周知・対

応

運輸支局長等から、業務の停止又は登録の取消等、行政処分に係る通

知を受理した場合は、構成員に周知するとともに、必要に応じ運営協議

会を開催する等適切な対応を実施すること。 
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Ⅴ．報告について 
 
１．輸送実績の報告 

運送者は、前年の４月１日から３月３１日までの輸送実績等を記載した輸送実績報告書

（６２頁参照）を、毎年５月３１日までに運輸支局等に提出しなければなりません。 

 
【輸送実績報告書の提出】 

提 出 時 期 毎年、５月３１日まで 

提 出 部 数 １部 

提 出 先 運送の区域を管轄する運輸支局等。なお、複数の市町村を運送の区域と

する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局等 

 
 
２．事故の報告 
 
（１）自動車事故報告書 

運送者は、福祉有償運送自動車に次の事故があった場合は、３０日以内に、自動車事

故報告書（６３頁参照）を運輸支局等に提出しなければなりません。 

 
【報告を要する事故】 

① 自動車が転覆、転落、火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触し

たもの 

② 死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は第３号に掲げる傷害を

受けた者）を生じたもの 

③ 自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの 

④ 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害

賠償保障法施行令第５条第４号に掲げる傷害が生じたもの 

⑤ 自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの 

⑥ 自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示し

たもの 

 

 

  【自動車事故報告書の提出】 

報 告 部 数 ３部 

提 出 先 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 
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 《留意事項》 

自動車損害賠償保障法施行令第５条各号の障害は、次のとおりです。 

第２号 

  イ．脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの 

ロ．上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの 

ハ．大腿又は下腿の骨折 

ニ．内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの 

ホ．１４日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が

３０日以上のもの 

第３号 

  イ．脊柱の骨折 

ロ．上腕又は前腕の骨折 

ハ．内臓の破裂 

ニ．病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が３０日以上

のもの 

ホ．１４日以上病院に入院することを要する傷害 

第４号 

１１日以上医師の治療を要する傷害（第２号イ．からホ．まで及び第３号イ．か

らホ．までの傷害を除く） 

 

（２）速 報 

運送者は、（１）の報告を要する事故のうち、①に該当する事故であり、かつ、②又

は③に該当する事故があったときは、次のとおり運輸支局等に速報しなければなりませ

ん。 

 

速 報 方 法 電話、電報その他適当な方法による 

速 報 時 期 事故発生から２４時間以内 

速 報 内 容 事故の概要 

速 報 先 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 
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Ⅵ．監査、行政処分、命令について 

１．監 査

運送者に対して行われる国土交通省の監査には、次の２種類があります。 

区 分 特 別 監 査 一 般 監 査 

監 査 の 対 象 ① 運転者が第一当事者と推定さ

れる死亡事故及び悪質違反を伴

う事故など社会的に影響の大き

な事故を引き起こした運送者

② 運転者が悪質違反を犯した運

送者

③ 業務の改善について呼び出し

出頭及び改善状況について報告

を課されたにも関わらず、出頭を

拒否した運送者、報告を行わない

運送者又は報告内容が履行され

ず業務の改善が認められない者

④ 上記改善報告を行ったものの、

その後、１年間さらに違反を繰り

返す運送者

① 事故、苦情又は法令違反が多い

と認められる運送者

② 監査の結果、業務の改善状況に

ついて報告を課された運送者

③ その他特に必要と認められる

運送者

監査の実施方

法 

原則として無通告で運送者の事

務所において実施 

原則として運送者を運輸局等に

呼び出して実施（運送者の事務所に

おいて実施される場合もあります）

《留意事項》 

○ 第一当事者とは、最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における

過失が最も重い者をいいます。ただし、過失が同程度である場合には人身損害の程度

が軽い者をいいます。

○ 悪質違反とは、酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運

転、無車検（無保険）運行及び救護義務違反（ひき逃げ）をいいます。

○ 監査の結果、業務改善状況について報告を課された運送者に対する一般監査は、行

政処分等を行った日から原則として３か月以内に改善報告書及び関係帳票類を持参さ

せて運輸局等において実施します。
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２．監査の重点事項 
  一般監査については、次の事項のうち、必要な項目を選択して実施します。 

 

① 施設の遵守状況 

イ．路線又は運送の区域   

ロ．事務所 

 

 

ハ．自動車の数 

ニ．車体表示  

ホ．自動車への登録証の備え付け 

 ② 対価の収受状況 

 ③ 損害賠償責任保険（共済）の加入状況 

 ④ 運行管理の実施状況 

イ．運行管理の体制整備（運行管理の責任者の選任、運行管理に係る規制の遵守） 

ロ．運転者の健康状態の把握、疾病・疲労・飲酒等のある運転者の乗務禁止 

ハ．安全な運転のための確認の実施・記録、記録の保存、乗務の記録・保存 

ニ．運転者の要件に係る規制の遵守 

ホ．運転者台帳の作成・保存、運転者証の携行、運転者証の表示 

 

へ．事故の記録・保存、事故の報告、事故防止対策の実施 

 ⑤ 点検整備の実施状況 

 

 ⑥ 前回実施された監査等において改善を指示された事項の改善状況 

 
３．行政処分 

  運送者が関係法令に違反した事実が確認された場合は、行政処分が行われます。 

行政処分には、次の２種類があります。なお、この他、警告があります。 

 
（１）業務の停止 
   業務の停止は、次のいずれかに該当することとなった場合に、原則として、違反行為

に係る事務所に対して、期間を定めて行われます。 

 
 【違反事項及び処分期間】 

違 反 事 項 処 分 期 間

① 輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を受けたにも関わらず、

その命令に従わなかった場合 

② 事務所への立ち入り検査の拒否等をした場合 

７日間

③ 一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を無許可で

行った場合 
３０日間
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（２）登録の取消し 

登録の取消しは、次のいずれかに該当することとなった場合に行われます。 

① 業務の停止命令を受けたにも関わらず、その命令に従わなかった場合

② 輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令に従わず行政処分を受けた運送者が、行

政処分を受けた日から３年以内に同じ命令を受け、かつ、その命令に従わなかった場合

③ 一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を無許可で行って行政処分

を受けた運送者が、当該行政処分を受けた日から３年以内に更に違反した場合

④ 事務所への立ち入り検査の拒否等をして行政処分を受けた運送者が、行政処分を受け

た日から３年以内に更に違反をした場合

⑤ 運送者が次のいずれかに該当しないこととなった場合

イ．ＮＰＯ法人

ロ．公益法人

ハ．農業協同組合

ニ．消費生活協同組合

ホ．医療法人

ヘ．社会福祉法人

ト．商工会議所

チ．商工会

⑥ 役員が１年以上の懲役又は禁錮刑に処せられた場合

⑦ 輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置が講じられていないと認めら

れることとなった場合

⑧ 不正の手段により、登録（更新登録、変更登録を含む）を受けたことが判明した場合

⑨ 運営協議会による合意が解除された場合

《留意事項》 

輸送の安全の確保とは、十分な輸送施設の保有、運転者の確保、運行管理の体制の整

備などをいい、旅客の利便の確保とは、車体表示、車内掲示、旅客から収受する対価な

どについての適切な取扱いをいいます。 

４．命 令

運送者の業務について、輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認められる場

合には、その是正のために必要な次の措置を講ずべきことの命令が発動されます。 

（１）是正措置 

是正措置には、次の措置などがあります。 

① 運行管理の方法を改善すること

② 路線又は運送の区域を変更すること

③ 対価を変更すること

④ 保険（共済）契約を締結すること
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（２）発動基準 

命令の種類ごとの発動基準は、次のとおりです。 

① 輸送の安全確保命令

次のいずれかに該当することとなった場合に発動されます。

イ．輸送の安全確保に関する違反を伴い、次の事故を引き起こした場合 

ⅰ．死者又は重傷者を生じた事故 

ⅱ．２０人以上の軽傷者を生じた事故 

ロ．輸送の安全確保に関する違反を伴い、運転者が過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、

薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、救護義務違反（ひき逃げ）を

引き起こした場合 

ハ．輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであると認めら

れた場合 

ニ．輸送の安全確保に関する行政処分等を受けた日から３年以内に同一事務所において更

に当該事項に違反した場合 

② 旅客の利便確保命令

次のいずれかに該当することとなった場合に発動されます。

イ．旅客の利便確保に関する内容が、社会的影響のある悪質なものであると認められた場

合 

ロ．旅客の利便確保に関する行政処分等を受けた日から３年以内に同一事務所において更

に当該事項に違反した場合 

《留意事項》 

○ これらの命令の発動については、運送者を地方運輸局等に呼び出し、違反の内容の

是正のために必要な措置を示して行われます。

○ 運送者は、命令が発動された日から３か月以内の期間内に命ぜられた措置を必ず講

じ、その旨の届出を行わなければなりません。定めれた期日までに届出が行われなか

った場合には、命令に従わなかったものとして、行政処分の対象として取り扱われま

す。
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Ⅶ．道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について 

 自家用自動車は、原則として、有償で運送の用に供してはならず、災害のため緊急 

を要するときを除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の登録又は許可を受

けることが必要です。 

個々具体的な行為が、有償の運送として、登録や許可を要するか否かについては、最

終的には、それぞれの事例に即して個別に総合的な判断を行うことが必要となりますが、

主として、ボランティア活動における送迎行為等を念頭におきながら、登録等が不要な

場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例を示せば、次のとおりです。 

１．「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合 

運送行為の実施者の側から対価の支払いを求めた、事前に対価の支払いが合意され

ていた、などの事実がなく、あくまでも自発的に、謝礼の趣旨で金銭等が支払われた

場合は、通常は有償とは観念されず、登録等は不要です。実際には次のような事例が

ありうるものと考えられます。 

○ 運送が偶発的に行われた場合であって、運送の終了後、運送を行った者に対し意図

していない金銭等の支払いが利用者から自発的に行われた場合。

（例えば、家事援助等のサービス後、たまたま用務先が同一方向にあり懇願されて同

乗させたなどの場合で、利用者の自発的な気持ちから金銭の支払いが行われたとき）

○ 偶発的でない運送であっても、個々の運送自体は無償で行われており、日頃の感謝

の気持ちとして任意に金銭等の支払いが行われた場合。

（例えば、過疎地等において、交通手段を持たない高齢者を週に１回程度近所の者が

買い物等に乗せていくことに対して、日頃の感謝等から金銭の支払いが行われた場合）

⇒ 原則として、あらかじめ運賃表などを定めそれに基づき金銭の収受が行われる場

合には、少額の金銭といえども「任意の謝礼」には該当せず、有償の「対価」とな

り登録等が必要となります。ただし、下記３．の考え方に基づいて金額が定められ

ている場合を除きます。

⇒ 利用者が会費を支払う場合は、会の運営全般に要する経費として収受されている

限りにおいては、対価とは解されません。ただし、会費の全部又は一部によって運

送サービスの提供に必要なコストが負担される等、運送サービスの提供と会費の負

担に密接な関係が認められ、運送に対する反対給付の関係が特定される場合は、会

費と称して対価の収受が行われているものと考えられるため、有償とみなされ登録

等が必要となります。

⇒ 「協賛金」、「保険料」、「カンパ」など、運送とは直接関係のない名称を付して利

用者から収受する金銭であっても、それらの収受が運送行為に対する反対給付であ

るとの関係が認められる場合は、それらが如何なる名称を有するものであっても有

償とみなされます。
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２．金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合 

サービスの提供を受けた者からの支払いの手段が、例えば野菜など金銭的な価値の換

算や流通が困難な物である場合、一部の地域通貨のように換金性がない場合などは、通

常、支払いが任意であるか、又はそもそも財産的な価値の給付が行われていないと認め

られることが多い。実際には次のような事例がありうるものと考えられます。 

○ 日頃の移送の御礼として、自宅で取れた野菜を定期的に手渡す場合は有償とはみなしま

せん。

⇒ ただし、流通性、換金性が高い財産的価値を有する、商品券、図書券、ビール券等

の金券、貴金属類、金貨、絵画、希少価値を有する物品等にあっては、これらの収受

は有償とみなされ登録等が必要となります。

○ 地域通貨の一種として、ボランタリーなサービスを相互に提供し合う場合であって、例

えば、運送の協力者に対して１時間１点として点数化して積立て、将来自分が支えられる

側になった際には、積立てておいた点数を用いて運送等のサービスを利用できる仕組み等、

組織内部におけるボランタリーなサービスの提供を行う場合。

⇒ サービスの交換にとどまる場合については原則として登録等は不要ですが、点数の

預託がない者に対して寄付金を求め、或いは、有料で点数チケットを購入してもらう

などの場合は、登録等が必要となるケースがあります。

⇒ 実際の地域通貨の対象となるサービスの内容、流通の範囲、交換できる財・サービ

スの内容等に応じ、無償となる場合、有償とみなす場合が存在することになりますが、

交換可能なものの範囲に広く財物が含まれる場合は、当該地域通貨が実質的に金銭の

支払いと同等の効果を有し、登録等が必要となる可能性が高くなります。

３．運送行為が行われない場合には発生しないことが明らかな費用であって、客観的、

一義的に金銭的な水準を特定できるものを負担する場合 

運送目的、運送主体にかかわらず自動車の実際の運行に要するガソリン代等をサー

ビスの提供を受ける者が支払う場合は、社会通念上、通常は登録等は必要ないと解さ

れます（ただし、このようなケースに該当するのは、当該運送行為が行われなかった

場合には発生しなかったことが明らかな費用であって、客観的、一義的に金銭的な水

準を特定できるものであることが必要であり、通常は、ガソリン代、道路通行料及び

駐車場料金のみがこれに該当するものと考えられます。人件費、車両償却費、保険料

等は、運送の有無にかかわらず発生し、又は金銭的な価値水準を特定することが困難

であるため、これには該当しません。）。具体的には、次のような事例がありうるもの

と考えらます。 

○ 地域の助け合い等による移動制約者の移送等の活動に対して支払われる対価の額が、実

際の運送に要したガソリン代、道路使用料、駐車場代に限定されている場合。（有料道路

使用料、駐車場代にあっては、使用しない場合には徴収することができないものとして取

り扱われることを要します）
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４．市町村が公費で負担するなどサービスの提供を受けた者は対価を負担しておらず、

反対給付が特定されない場合など 

○ 市町村の事業として、市町村の保有する自動車により送迎が実施され、それらの費用が

全額市町村によって賄われ利用者からは一切の負担を求めない場合。

○ デイサービス、授産施設、障害者のための作業所等を経営する者が、自己の施設の利用

を目的とする通所、送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々から収受し

ない場合は、当該送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、自家輸送として道路運

送法の対象となりません。送迎加算を受けて行う場合も同様です。

⇒ ただし、利用者個々から運賃を求める場合、送迎の利用者と利用しない者との間に

施設が提供する役務又はサービスに差を設けるなど、送迎に係るコストが実質的に利

用者の負担に帰すとみなされる場合には、送迎が独立した１つの事業とみなされるこ

ととなり、登録等が必要になります。

⇒ 病院や養護学校、授産施設等から委託を受けて当該施設までの運送を行う場合であ

って、運送に伴う経費の全額を委託者又は第三者が負担して、利用者からは負担を求

めないとしても、委託者との間で一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運

送事業契約による運送が行われていることとなり、当該事業許可又は登録等が必要に

なります。

⇒ 利用者から直接の負担を求めない場合であっても、訪問介護事業所が行う要介護者

の運送（介護保険給付が適用される場合）については、有償に該当し、登録等が必要

になります。

○ 子供の預かりや家事・身辺援助の提供が中心となるサービスを提供するものであって、

運送に対する固有の対価の負担を求めない場合は、当該送迎サービスの提供は有償の運送

とは解されません。

⇒ ただし、運送を行う場合と行わない場合とで対価が異なる場合や、提供するサービ

スの中に運送が含まれており、運送に対する反対給付が特定される場合には、有償に

該当し登録等が必要になります。

○ 利用者の所有する自動車を使用して送迎を行う場合は、単に他人の自動車の運転を任さ

れただけであり、運転者に対して対価が支払われたとしても、それらは運転役務の提供に

対する報酬であって、運送の対価とはみなされません。

⇒ 自動車の提供とともに行われる運送でない場合には、そもそも運送行為が成立しな

いため、道路運送法の対象とはなりません。したがって、運転者に報酬が支払われた

としても、運送の対価とはみなされません。

ただし、運送の態様又は対象となる旅客の範囲の如何によっては、自動車運転代行

業、人材派遣業等とみなされる場合があり、この場合には関係法令が適用されること

となります。 



福岡市におけるタクシー運賃

タクシー運賃（小型車） 令和５年７月３１日まで（料金改定前）

距離（ｋｍ） 0.9まで 2 3 4 5 6 7 8 9 10

運賃 570 870 1,170 1,470 1,710 2,010 2,250 2,550 2,790 3,090

距離（ｋｍ） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

運賃 3,330 3,630 3,870 4,170 4,410 4,710 4,950 5,250 5,490 5,790

距離（ｋｍ） 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

運賃 6,030 6,330 6,630 6,870 7,170 7,410 7,710 7,950 8,250 8,490

タクシー運賃（小型車） 令和５年８月１日以降（料金改定後）

距離（ｋｍ） 1.064まで 2 3 4 5 6 7 8 9 10

運賃 670 990 1,310 1,550 1,870 2,190 2,510 2,750 3,070 3,390

距離（ｋｍ） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

運賃 3,710 3,950 4,270 4,590 4,830 5,150 5,470 5,790 6,030 6,350

距離（ｋｍ） 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

運賃 6,670 6,990 7,230 7,550 7,870 8,190 8,430 8,750 9,070 9,310

令和５年度第１回
福岡市福祉有償運送

運営協議会
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福岡市福祉有償運送運営協議会申し合わせ事項 

最終更新：平成２6 年 4 月２3 日 

 

福岡市において福祉有償運送を行う登録団体（以下「登録団体」という。）は，

「福岡市福祉有償運送運営協議会運営指針」（以下「運営指針」という。）「福岡市

福祉有償運送に係る管理体制に関する指針」に定める事項のほか，福岡市福祉有

償運送運営協議会において申し合せられた以下の事項を遵守しなければならない

こととする。 

 

１．運送主体 

（１）運営指針上の，「福祉有償運送では，介護保険の乗降介助等については，

原則として請求できない。」という規定につき，以下の取扱いとすること。

（平成 26 年２月２７日） 

① 障害者総合支援法に基づくサービスにおける乗降介助についても，本規

定の対象とし，原則として公費を請求できないこと。この場合の「乗降介

助」とは，介護保険の「通院等乗降介助」と同一の範囲とし，居宅内・施

設内で行われる介助であっても，直接外出に関連する介護・援護行為は，

本規定でいう「乗降介助」に含まれること。（輸送行為とは別個に行われる，

直接外出に関連しない介護・援護行為は，本規定でいう「乗降介助」には

含まれない） 

② 運転者とは別にヘルパーが同乗する場合，ヘルパーによる介護行為は，

輸送行為とは別個に行われる，一連の介護・援護行為の一部であるため，

本規定による制限は受けないこと。 

 

（２）登録団体は，特定の団体の利益のみを追求するために福祉有償運送サー

ビスの提供を行ってはならないこと。（平成 26 年 4 月 23 日） 

※禁止される行為の例 

特定の介護事業所や障がい者福祉サービス団体のサービス利用者しか旅
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客登録を受け入れない など 

 

2．旅客から収受する対価 

（１）旅客から収受する対価については，運送の対価，運送の対価以外の対価

を含めてタクシー料金の概ね１/２程度とすること。（平成 22 年 7 月 27

日） 

※運送の対価以外の対価 

迎車料金，待機料金，乗降介助に係る料金 

 

（２）登録団体が発行するチケットにより前払いで旅客から対価を収受する場

合には，以下の措置を行うこと。（平成 26 年 4 月 23 日） 

① 未使用のチケットについて，返戻の申し出があった場合には，必ず速や

かに払戻しを行うこと。 

② 紛失・破損などが発生した場合に可能な限り対応できるよう，必ず発行

記録の整備等を行うこと。 

③ 払戻しを担保するため，チケットの未使用残高は，総額 20 万円を超え

てはならないこと。 

 

3．輸送の安全及び利用者利便の確保のための措置 

登録団体は，運転者に，福祉有償運送サービスの前後で継続して，登録団体

とは別の団体に所属するヘルパー等として旅客に対しサービスを提供させては

ならないこと。（平成 26 年４月 23 日） 

 

（注） （日付）は申し合わせ日 
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福岡市福祉有償運送旅客者名簿理由別内訳等 

 

〇福岡市福祉有償運送旅客者名簿理由別内訳（令和４年度） 

 

身体 

障害者 

 

精神 

障害者 

 

知的 

障害者 

 

要介護 

認定者 

 

要支援 

認定者 

基本 

チェックリス

ト該当者 

その他 

（肢体不自由、

内部障害、 

その他の障害） 

 

３１５人 

 

15 人 

 

８人 

 

54 人 

 

132 人 

 

0 人 

 

14 人 

※令和 4 年度下半期（10 月～３月）分団体報告 

 

 

〇福岡市の障がい者手帳交付者の内訳（令和４年度） 

 

 

身体障がい者 

 全体 18 歳未満 18 歳以上 

肢体不自由 25,628 人 607 人 25,021 人 

内部障がい 17,624 人 273 人 17,351 人 

他障がい 8,499 人 215 人 8,284 人 

知的障がい者 14,040 人 4,264 人 9,776 人 

精神障がい者 20,957 人 1,289 人 19,668 人 

合計 86,748 人 6,648 人 80,100 人 
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